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司法面接の現状と課題
～今後の司法面接のあり方～

大田原 俊輔（おおたわら しゅんすけ）氏

弁護士法人やわらぎ　代表弁護士（鳥取県弁護士会所属）
鳥取県弁護士会こどもの権利委員会委員長
鳥取県弁護士会元会長（平成20年度、平成28年度）
鳥取県弁護士会犯罪被害者支援委員会委員
特定非営利法人こどもの虐待防止ネットワーク鳥取理事

略歴
平成 ２年　中央大学法学部法律学科卒業
平成 ５年　司法試験合格
平成 ８年　弁護士登録（鳥取県弁護士会入会）、「大田原俊輔法律事務所」開設。
平成16年　事務所法人化、「弁護士法人やわらぎ」代表弁護士。

コーディネーター

第２分科会

正確な事実を子どもにとってできる限り少ない負担で子どもから聞き取るための面接手
法である「司法面接」についてその概要を説明し、「司法面接」とその前提となる「多機
関連携」の課題について、鳥取県内の現状と全国的な流れの比較検討を踏まえて、司法・
福祉・医療のそれぞれの立場のパネリストがディスカッションを行い、子どもにとって
より良い「司法面接」と子どものための専門機関の連携を考える。

概　要

北野 彬子（きたの あきこ）氏

きたの法律事務所　弁護士（鳥取県弁護士会所属）

略歴
平成17年　大阪市立大学法学部卒業
平成19年　関西学院大学司法研究科卒業
平成20年　司法試験合格
平成22年　弁護士登録

コーディネーター

飛田 桂（ひだ けい）氏

神奈川県弁護士会所属
ベイアヴェニュー法律事務所
NPO法人神奈川子ども支援センターつなっぐ代表理事

略歴
平成26年  1月　神奈川県弁護士会（当時の横浜弁護士会）登録
平成26年  1月　日本大通り法律事務所入所
平成30年12月　ベイアヴェニュー事務所開所
平成31年 ４月　NPO法人神奈川子ども支援センターつなっぐ開設

パネリスト

片桐 千恵子（かたぎり ちえこ）氏

医療法人同愛会　博愛病院　産婦人科部長

略歴
平成 元年　鳥取大学医学部卒業
平成 ６年　鳥取大学大学院医学研究科外科系専攻博士課程修了
平成 ７年　米国　ハワイ大学産科婦人科留学
平成 ８年　博愛病院産婦人科
平成17年　鳥取大学医学部産科婦人科　（助教）
平成23年　博愛病院産婦人科

パネリスト

中村 葉子（なかむら ようこ）氏

横浜地方検察庁　総務部長　検事　（令和元年10月現在） 
社会福祉士（平成29年登録）
精神保健福祉士（平成31年登録）

略歴
平成5年 検事任官
平成19 ～ 21年度 司法研修所教官（３年間）
平成26年度～ 京都・名古屋・横浜地検の総務部長として児童虐待多機関連携担当

パネリスト
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北野 彬子氏　資料

1
2

小松原 慶一（こまつばら けいいち）氏

鳥取県米子児童相談所　児童心理司
公認心理師

略歴
平成19年　京都文教大学臨床心理学部卒業
平成21年　鳥取大学大学院医学部医学系研究科　博士前期修了
同年　　　 鳥取県入庁　県内児童相談所に勤務し現在に至る

パネリスト

石橋 弥雪（いしばし みゆき）氏

鳥取県米子児童相談所　参事兼相談課長

略歴
平成３年３月 龍谷大学文学部卒業
平成３年４月 鳥取県入庁
平成28年 現所属に配置となり現在に至る。

パネリスト
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28

飛田 桂氏　資料

日本における保護の協働

出頭要求

→拒否

立ち入り調査

→拒否

裁判所の許可

→臨検・捜索

警察

捜査の際の連携
協同面接（平成２７年１０月２８日通知）

・児童相談所、検察
庁、警察が三機関
で協力して、子ど
もの面接について
の負担を軽減する
ために、一緒に面
接を行う。

・面接官は、１人だ
けれども、バック
スタッフとして、
他の機関も入って
いる。二機関のこ
ともある。

・面接の際には、録音
録画して、いわゆる
フォレンジックインタ
ビュー（司法面接）と
いう、オープンクエス
チョンを基本とする面
接技法が使用される。

非虐待親権者

犯罪被害者弁護士

子どもが話したことを最大限活用する

施設・学校

裁判所

裁判所（民事・家事）

検察庁

警察

シェルター

医療

引きこもり相談、犯罪被害相談

子ども担当弁護士

弁護士（民事・家事）

児童相談所 中立的機関

本日の予定

① 「保護」と「捜査」の違い

② 「児童相談所」でも「捜査機関」でもない、中
立的な機関で話を聴く必要性

③ 子どもを中心とした議論

NPO法人神奈川子ども支援センターつなっぐ代表理事
ベイアヴェニュー法律事務所 弁護士 飛 田 桂

中立的に子どもから話を聴く

警察からの情報提供

諸外国での情報提供

 捜査機関であっても、児童相談所に情報提
供（相互に情報提供）

日本での情報提供の議論
 児童相談所から、捜査機関（一方）

捜査機関 児童相談所

児童相談所捜査機関

捜査事項照会、差押、

親
が
薬
物

子どもの話が利用される分野

施設・学校

裁判所

犯罪被害者弁護士

裁判所（民事・家事）

検察庁

警察

シェルター

医療

引きこもり相談、犯罪被害相談

子ども担当弁護士

弁護士（民事・家事）

非虐待親権者
児童相談所

子どもの話したことを
子どものために使う

協同面接において捜査機関で子どもが話す
→原則として捜査機関以外が使えない。

中立的な機関などで子どもが話す
→捜査機関も使えるが、他機関で使える。それに
より、二次被害が極めて少なくなる。

1 2
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子どもを中心
とした議論

9

① 早期に中立的な機関で証拠を収集

② 日本独自の最低限のルールを制度化す
る必要（「子どもから話を聴く職業」）

③ 信用性の議論（日本の裁判例では、信
用性とプロトコールの話の混同も）

9
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子
ど

も
が

慣
れ

て
い

る
場

所
を

選
ん

だ
。

警
察

及
び

検
察

が
決

定
し

た
。

児
童

の
負

担
感

に
配

慮
し

つ
つ

も
,
司

法
面

接
が

円
滑

に
行

え
る

環
境

を
考

慮
し

た
。

被
害

児
童

の
虐

待
状

況
・

年
齢

・
性

別
な

ど

聴
取

者
の

利
便

性
を

考
慮

し
た

。

本
人

へ
の

負
担

が
少

な
い

こ
と

犯
罪

捜
査

の
一

環
と

し
て

実
施

し
て

い
る

こ
と

か
ら

検
察

庁
で

行
っ

た
。

児
童

の
負

担
軽

減
・

子
ど

も
の

負
担

軽
減

（
移

動
し

な
い

方
法

）

子
ど

も
の

移
動

な
ど

負
担

を
軽

減
す

る
こ

と

児
童

の
身

体
的

・
心

理
的

負
担

・
児

童
が

安
全

な
環

境
の

中
で

安
心

し
て

話
せ

る
こ

と
、

面
接

場
所

ま
で

の
移

動
時

間
が

短
い

等
、

児
童

の
負

担
軽

減
に

つ
な

が
る

こ
と

。
・

事
前

協
議

の
場

で
検

事
が

検
察

の
設

備
等

を
考

慮
し

て
決

定
し

た
。

児
童

の
負

担
（

移
動

の
手

間
）

，
機

材
等

の
環

境

子
ど

も
が

話
し

や
す

い
環

境
，

面
接

者
の

所
属

場
所

子
ど

も
へ

の
身

体
的

・
心

理
的

負
担

を
考

慮
。

そ
の

次
に

利
便

性
な

ど
。

当
所

に
録

音
・

録
画

の
機

材
が

整
備

さ
れ

た
専

用
の

面
接

室
が

な
い

た
め

。

・
児

童
の

保
護

状
況

，
検

察
庁

面
接

室
の

整
備

状
況

（
※

平
成

3
0
年

9
月

以
降

は
基

本
的

に
検

察
庁

で
の

実
施

と
な

っ
て

い
る

。
）

・
子

ど
も

が
安

心
し

て
話

せ
る

場
所

と
，

三
者

に
と

っ
て

利
便

性
の

良
い

場
所

を
選

ん
だ

。
・

面
接

実
施

機
関

の
意

見
。

聴
取

者
の

所
属

や
設

備
の

状
況

児
童

に
負

担
が

か
か

ら
な

い
よ

う
に

身
柄

を
保

護
さ

れ
て

い
る

場
所

で
行

え
る

よ
う

に
配

慮
し

た
。

児
童

へ
の

負
担

軽
減

，
面

接
を

行
う

設
備

・
環

境
が

整
っ

て
い

る
こ

と
。

子
ど

も
の

負
担

軽
減

医
療

機
関

実
施

場
所

を
決

め
る

に
当

た
っ

て
考

慮
し

た
こ

と

移
動

距
離

等
の

児
童

の
負

担
，

環
境

（
マ

ジ
ッ

ク
ミ

ラ
ー

な
ど

）

児
相

に
設

備
が

な
い

た
め

，
警

察
署

か
検

察
庁

と
な

る

●
司

法
面

接
を

実
施

で
き

る
ハ

ー
ド

面
●

モ
ニ

タ
ー

で
観

察
で

き
る

バ
ッ

ク
ヤ

ー
ド

や
録

音
・

録
画

で
き

る
場

所
●

訴
追

す
る

た
め

に
検

事
が

聴
取

す
る

こ
と

に
な

る
（

児
童

の
安

心
感

に
配

慮
し

て
警

察
が

一
時

保
護

所
で

聴
取

し
た

事
例

は
あ

る
）

基
本

的
に

は
、

児
童

の
負

担
軽

減
の

た
め

児
童

相
談

所
で

の
実

施
を

要
請

し
て

い
る

。
検

察
庁

の
録

音
・

録
画

機
材

を
児

童
相

談
所

に
設

置
し

、
検

事
が

児
童

相
談

所
内

で
実

施
す

る
ケ

ー
ス

も
増

え
て

い
る

。
ま

た
、

検
事

の
都

合
等

に
よ

り
要

請
が

あ
る

際
は

、
検

察
庁

で
実

施
し

て
い

る
。

実
施

場
所

に
つ

い
て

は
事

前
検

討
の

際
に

決
定

し
て

い
る

。

子
ど

も
の

負
担

の
軽

減
を

第
一

に
考

え
て

場
所

を
決

定
　

・
面

接
室

や
機

材
が

そ
ろ

っ
て

い
る

た
め

当
該

児
童

の
一

時
保

護
先

に
近

い
場

所
。

い
つ

も
検

察
庁

か
ら

日
時

場
所

の
指

定
が

あ
る

。
司

法
面

接
を

行
う

の
が

検
察

だ
っ

た
の

で
，

場
所

も
検

察
庁

と
な

っ
た

。

録
音

、
録

画
で

き
る

設
備

が
整

っ
た

部
屋

が
あ

る
こ

と

児
童

の
心

理
的

負
担

の
軽

減
，

検
察

庁
の

判
断

児
童

が
安

心
し

て
話

が
出

来
る

環
境

に
つ

い
て

考
慮

し
た

。
検

察
庁

・
警

察
・

児
相

の
３

者
で

実
施

す
る

場
合

，
原

則
機

材
の

あ
る

検
察

庁
で

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
。

一
時

保
護

中
の

子
ど

も
は

負
担

軽
減

の
た

め
に

、
な

る
べ

く
児

相
で

実
施

す
る

よ
う

に
し

た

【
取
扱
注
意
】

Q７
事
案
を
提
供
し
た
機
関

家
庭

裁
判

所

警
察

本
部

や
警

察
署

そ
の

他

Q６
面
接
の
実
施
時
期

Q８
実
施
場
所

28
件

46
7件

12
3件

70
件

12
件

3件

12
2件

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

一
時
保
護
前

一
時
保
護
後

２
週
間
以
内

一
時
保
護
後

１
か
月
以
内

一
時
保
護
後

３
か
月
以
内

一
時
保
護
後

６
か
月
以
内

一
時
保
護
後

６
か
月
以
内

そ
の
他

件 数

面
接
の
実
施
時
期

検
察
庁

, 3
79

, 
39

%

児
童
相
談
所

, 5
46

, 
57

%

そ
の
他

, 3
4,

 4
%

実
施
場
所

検
察
庁

児
童
相
談
所

そ
の
他

検
察
庁

, 2
8,

 3
%

児
童
相
談
所

, 6
05

, 
71

%

警
察

, 2
16

, 
26

%

事
案
を
提
供
し
た
機
関

検
察
庁

児
童
相
談
所

警
察

12
13

【
取
扱
注
意
】

●
公

判
に

お
け

る
証

拠
と

し
て

の
有

効
性

●
訴

追
す

る
た

め
に

、
検

察
が

聴
取

す
る

こ
と

に
な

る

司
法

面
接

を
実

施
す

る
た

め
の

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

を
受

け
て

い
る

こ
と

，
司

法
面

接
の

経
験

の
有

無
。

検
察

の
調

書
が

と
れ

る
よ

う
，

検
察

官
が

実
施

加
害

者
と

別
の

性
別

の
職

員
。

検
察

実
施

の
場

合
は

，
検

察
で

決
定

。

警
察

に
情

報
提

供
を

し
、

三
者

協
同

面
接

を
実

施
す

る
こ

と
と

な
っ

た
時

点
で

、
事

件
化

す
る

こ
と

を
前

提
に

、
検

察
官

が
面

接
者

と
な

っ
て

い
る

。

繰
り

返
し

の
聴

取
に

よ
る

被
害

児
の

負
担

を
最

小
限

に
す

る
た

め
、

検
事

に
よ

る
聴

取
を

最
優

先
と

す
る

が
、

被
害

児
の

年
齢

や
被

害
状

況
、

事
件

化
の

可
能

性
、

証
拠

の
確

保
等

を
考

慮
し

、
警

察
や

検
察

と
協

議
の

上
で

決
定

し
て

い
る

被
害

確
認

面
接

の
経

験
，

児
童

の
年

齢
，

主
と

し
て

事
情

聴
取

を
行

う
機

関

・
立

件
，

起
訴

の
可

能
性

（
虐

待
の

重
篤

度
）

・
可

能
な

限
り

一
度

で
聴

取
が

済
む

よ
う

な
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

の
経

験
，

知
識

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
に

必
要

な
研

修
を

全
て

受
講

し
，

当
該

児
童

と
面

識
の

な
い

女
性

職
員

。
起

訴
の

可
能

性
の

高
い

事
案

で
は

，
検

察
官

が
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

を
務

め
た

も
の

も
あ

っ
た

。

警
察

は
、

特
定

の
プ

ロ
ト

コ
ル

で
な

く
「

誘
導

し
な

い
」

「
O
P
E
N
な

質
問

を
す

る
」

等
を

留
意

し
て

加
害

者
の

性
と

違
う

警
察

官
が

聞
く

こ
と

で
対

応
し

た
。

結
果

、
警

察
が

ほ
か

の
プ

ロ
ト

コ
ル

で
は

含
ま

れ
な

い
、

捜
査

と
し

て
聞

き
た

い
内

容
も

含
め

た
聞

き
取

り
と

な
っ

た
。

Ｎ
Ｉ

Ｃ
Ｈ

Ｄ
と

Ｒ
Ａ

Ｔ
Ａ

Ｃ
の

手
法

の
折

衷
，

Ｎ
Ｉ

Ｃ
Ｈ

Ｄ
の

グ
ラ

ン
ド

ル
ー

ル
。

説
明

に
Ｒ

Ａ
Ｔ

Ａ
Ｃ

の
ア

ナ
ト

ミ
カ

ル
ド

ー
ル

使
用

警
察

が
通

常
行

っ
て

い
る

事
情

聴
取

の
手

法

そ
の

他
４

件
は

不
明

。

人
形

を
使

用
し

て
い

た
。

ク
ロ

ー
ズ

ド
ク

エ
ス

チ
ョ

ン
を

多
用

し
て

い
た

。

検
察

が
で

き
る

場
合

に
は

そ
れ

を
優

先
し

た
。

専
門

的
ス

キ
ル

の
有

無
。

訓
練

を
受

け
て

い
る

人
，

性
別

明
確

な
面

接
者

の
選

定
基

準
は

決
ま

っ
て

い
な

い
が

、
起

訴
相

当
事

件
の

場
合

は
検

察
官

、
事

件
化

の
可

能
性

が
あ

り
、

処
罰

意
思

が
あ

る
場

合
は

警
察

官
、

処
罰

意
思

も
な

く
事

件
化

の
可

能
性

が
低

い
（

な
い

）
場

合
は

児
相

職
員

が
面

接
を

実
施

し
て

い
る

。
児

童
に

発
達

等
の

特
性

の
あ

る
場

合
は

、
児

相
職

員
に

よ
る

面
接

を
要

請
さ

れ
る

こ
と

が
あ

る
。

Q1
1プ

ロ
ト
コ
ル

裁
判

時
の

証
拠

化
の

た
め

，
三

機
関

（
検

察
・

警
察

・
児

相
）

で
取

り
決

め
た

協
同

面
接

の
基

本
方

針
の

中
で

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
は

検
察

と
定

め
て

い
る

。

研
修

を
受

け
た

者
が

行
う

。
児

相
は

今
後

の
支

援
を

行
う

に
当

た
り

，
D
V
D
が

証
拠

採
用

さ
れ

た
時

に
保

護
者

と
の

関
係

に
支

障
を

き
た

す
恐

れ
が

あ
る

。

面
接

記
録

の
証

拠
能

力
の

高
さ

子
ど

も
が

開
示

し
や

す
い

人
。

 
事

件
化

が
明

ら
か

な
場

合
は

面
接

回
数

を
減

ら
す

た
め

検
事

に
依

頼
し

た

検
察

庁
の

指
示

に
よ

り
決

定

事
件

を
立

件
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項
を

も
れ

な
く

聴
取

す
る

こ
と

。
検

察
が

主
導

で
決

定
し

た
も

の
。

共
同

面
接

の
研

修
を

受
講

し
て

い
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

特
に

性
的

虐
待

の
場

合
、

児
童

と
同

性
で

あ
る

こ
と

。
児

童
の

担
当

職
員

以
外

で
あ

る
こ

と
。

コ
ー

ナ
ー

ハ
ウ

ス

警
察

が
面

接
を

実
施

し
た

も
の

で
あ

り
、

プ
ロ

ト
コ

ル
に

つ
い

て
は

不
明

。

検
察

官
実

施
の

面
接

に
つ

い
て

は
、

不
明

な
も

の
も

あ
る

。

そ
の

他
２

件
，

検
事

が
実

施
し

た
た

め
不

明

そ
の

他
の

プ
ロ

ト
コ

ル

警
察

、
検

察
の

意
向

を
考

慮
。

児
童

へ
の

心
理

的
負

担
|
※

実
際

は
証

拠
能

力
の

問
題

も
あ

り
，

検
察

主
導

の
面

接
が

多
い

（
面

接
者

に
つ

い
て

も
，

当
初

か
ら

検
察

官
が

担
当

す
る

と
決

ま
っ

て
い

る
こ

と
が

多
い

）

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｄ

, 5
00

, 
61

%

Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｌ
Ｄ

Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｓ
Ｔ

, 1
68

, 
20

%そ
の
他

, 1
54

, 
19

%

プ
ロ
ト
コ
ル

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｄ

Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｌ
Ｄ

Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｓ
Ｔ

そ
の
他

【
取
扱
注
意
】

司
法

面
接

の
有

資
格

者
で

，
原

則
女

性
の

担
当

官
を

起
用

。
（

性
的

虐
待

に
つ

い
て

は
必

ず
女

性
）

司
法

面
接

が
立

件
手

続
の

一
環

と
な

る
こ

と
か

ら
,
検

察
官

に
行

っ
て

も
ら

う
こ

と
と

し
て

い
る

。

被
害

児
童

の
虐

待
状

況
・

年
齢

・
性

別
な

ど
　

事
件

立
件

起
訴

さ
れ

た
際

の
証

拠
と

な
る

得
る

よ
う

，
検

察
が

行
う

と
の

意
見

が
出

さ
れ

た
。

立
件

に
至

っ
た

場
合

に
，

再
度

聴
取

を
し

な
く

て
も

良
い

よ
う

に
配

慮
し

た
。

事
件

性
が

高
い

か
ど

う
か

刑
事

裁
判

に
な

っ
た

場
合

の
面

接
記

録
（

調
書

）
の

証
拠

能
力

事
件

化
が

明
白

な
場

合
は

、
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

を
検

事
と

し
た

。

Q1
0イ

ン
タ
ビ
ュ
ア
ー

Q９
録
録
機
材
手
配
機
関

日
本

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

協
会

事
件

化
が

想
定

さ
れ

る
ケ

ー
ス

だ
っ

た
の

で
，

検
察

官
が

実
施

。
検

察
で

決
め

ら
れ

た
た

め
不

明

聴
取

者
と

書
記

官
の

性
別

。
事

前
に

当
該

児
童

の
要

望
を

確
認

し
た

。
事

件
化

の
有

無
。

客
観

的
聴

取
の

訓
練

を
受

け
た

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

・
臨

床
心

理
士

他
機

関
と

は
ど

こ
か

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
を

決
め

る
際

に
考

慮
し

た
こ

と

当
初

か
ら

検
挙

の
方

向
で

あ
れ

ば
、

検
察

官
が

実
施

。
今

後
の

証
拠

能
力

を
考

慮
し

て
、

検
察

官
が

優
先

し
て

実
施

し
て

い
る

。

立
件

・
捜

査
の

状
況

に
よ

り

立
件

面
接

回
数

を
減

ら
す

こ
と

。
子

ど
も

が
話

し
易

く
な

る
こ

と
。

犯
罪

捜
査

の
一

環
と

し
て

実
施

し
て

い
る

こ
と

か
ら

検
察

庁
が

行
っ

た
。

逮
捕

，
立

件
ま

で
を

円
滑

に
被

害
児

へ
の

面
接

回
数

を
最

小
限

に
す

る
。

児
相

職
員

の
場

合
，

今
後

担
当

す
る

可
能

性
が

な
い

職
員

を
選

ぶ
。

客
観

的
証

拠
の

有
無

を
確

認
す

る
必

要
（

そ
の

た
め

警
察

官
が

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
と

な
っ

た
）

検
察
庁

, 5
32

, 
55

%

児
童
相
談
所

, 3
83

, 
39

%

警
察

, 5
4,

 6
%機

材
を
手
配
し
た
機
関

検
察
庁

児
童
相
談
所

警
察

50
0人

18
5人

16
5人

10
2人

0

20
0

40
0

60
0

検
察
庁

警
察

児
相
職
員

他
機
関

人 数

イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー

14
15
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【
取
扱
注
意
】

聞
き

取
り

の
た

め
の

設
備

が
あ

る
検

察
庁

が
保

管
し

，
他

機
関

に
提

供
す

る
。

現
時

点
で

は
，

設
備

の
実

施
場

所
が

検
察

庁
に

限
ら

れ
て

い
る

た
め

，
全

て
の

ケ
ー

ス
に

つ
い

て
上

記
の

取
扱

と
し

て
い

る
。

保
管

機
関

は
，

通
常

検
察

庁
や

警
察

。
た

だ
し

，
三

者
協

同
面

接
で

立
件

が
困

難
と

さ
れ

た
事

例
（

１
例

）
に

つ
い

て
は

児
相

が
保

管
。

児
童

相
談

所
で

保
管

・
取

り
扱

い
は

異
な

ら
な

い

記
録

（
Ｄ

Ｖ
Ｄ

や
相

談
記

録
）

は
三

機
関

で
保

管
し

て
い

る
。

実
施

場
所

が
記

録
原

本
を

保
管

検
察

庁

検
察

（
※

検
察

官
が

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
）

検
察

庁
・

児
相

保
管

す
る

機
関

は
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

で
あ

る
検

察
。

（
協

同
面

接
は

全
件

検
察

で
実

施
す

る
こ

と
に

し
て

い
る

。
）

検
察

庁
。

実
施

場
所

や
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

に
よ

っ
て

扱
い

は
異

な
ら

な
い

。

検
察

庁
で

実
施

し
た

場
合

は
，

検
察

庁
が

保
管

。
児

相
で

実
施

し
た

場
合

も
検

察
庁

で
保

管
す

る
が

，
音

声
デ

ー
タ

だ
け

は
児

相
も

別
に

収
録

し
て

保
管

し
て

い
る

。

録
音

・
録

画
機

材
を

用
意

し
た

機
関

（
2
）

記
録

を
交

付
す

る
機

関
（

そ
の

他
）

使
用

し
た

録
音

・
録

画
機

材
を

所
有

す
る

機
関

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
が

所
属

す
る

機
関

で
保

管

（
２

）
貴

所
が

原
本

を
保

管
す

る
場

合
，

反
訳

書
・

D
V
D
の

複
製

を
他

機
関

に
交

付
し

て
い

る
か

検
察

庁

●
原

本
は

、
実

施
し

た
検

察
や

警
察

に
保

管
さ

れ
て

い
る

※
児

童
相

談
所

が
原

本
を

保
管

す
る

こ
と

は
な

い

記
録

原
本

は
録

音
・

録
画

機
材

の
管

理
者

（
検

察
庁

又
は

児
童

相
談

所
）

が
保

管
・

管
理

し
て

い
る

。
児

童
相

談
所

の
機

材
を

使
用

し
た

場
合

は
、

児
童

相
談

所
が

記
録

原
本

を
保

管
・

管
理

す
る

た
め

、
警

察
か

ら
の

捜
査

関
係

事
項

照
会

書
に

よ
り

、
Ｄ

Ｖ
Ｄ

の
複

製
を

交
付

し
て

い
る

。

当
所

で
実

施
し

、
当

所
で

保
管

し
て

い
る

。

検
察

庁
。

場
所

・
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

が
違

え
ど

，
変

わ
ら

ず

使
用

し
た

機
材

を
保

有
し

て
い

る
機

関
が

そ
れ

ぞ
れ

保
管

。

3件

18
件

9件

0件0件 0
5

10
15

20
25

30

貴
庁
以
外
の
児
相

警
察

検
察
庁

被
害
児
童

(被
虐
待
児
の
親
権
者

)

被
害
児
童
代
理
人
弁
護
士

件
数

反
訳
書
・

DV
Dの

複
製
の
交
付
先
（
他
機
関
）

【
取
扱
注
意
】

検
察

・
警

察
　

　
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

の
所

属
機

関
が

保
存

検
察

、
児

童
相

談
所

・
児

相
で

実
施

し
た

場
合

は
，

児
相

。
児

相
・

警
察

・
検

察
で

保
管

。
・

検
察

庁
で

実
施

し
た

場
合

は
，

検
察

庁
。

持
ち

出
し

不
可

。

検
察

庁
。

録
音

・
録

画
機

材
を

用
意

し
た

所

検
察

庁

検
察

庁
。

検
察

庁
に

お
い

て
，

検
察

官
が

実
施

し
た

の
で

，
検

察
庁

が
原

本
を

保
管

。

児
相

に
て

児
相

職
員

が
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

の
場

合
，

原
本

は
児

相
で

保
管

し
て

い
る

。
検

察
が

行
っ

た
場

合
は

，
検

察
だ

っ
た

。

児
相

＋
警

察
＋

検
察

の
場

合
は

検
察

庁
。

児
相

＋
警

察
の

場
合

は
警

察
。

検
察

庁
が

全
て

の
事

案
に

対
し

，
自

ら
録

画
し

，
記

録
原

本
を

保
管

す
る

。
な

お
，

児
相

で
実

施
し

た
場

合
に

は
，

所
で

も
録

画
し

，
補

助
的

な
保

管
を

児
相

で
行

っ
て

い
る

。

異
な

ら
な

い

検
察

庁
。

こ
れ

ま
で

全
て

検
察

庁
で

行
っ

た
た

め
同

一
の

扱
い

で
あ

る
。

・
検

察
庁

（
実

施
場

所
が

児
相

の
場

合
は

児
相

機
材

で
並

行
録

画
し

て
い

る
）

。
・

実
施

場
所

に
よ

っ
て

変
わ

る
。

・
検

察

児
相

が
主

体
的

に
協

同
面

接
を

実
施

し
た

場
合

は
，

記
録

原
本

を
保

管
し

て
い

る
が

，
基

本
的

に
は

検
察

庁
が

記
録

原
本

を
保

管
し

て
い

る
。

児
相

で
行

っ
た

場
合

は
児

相
で

保
管

し
て

い
る

。
他

の
実

施
場

所
で

行
っ

た
こ

と
は

な
い

。

検
察

児
相

で
は

関
知

し
て

い
な

い

記
録

原
本

は
実

施
主

体
で

保
管

検
察

庁
で

検
察

官
・

警
察

官
が

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
の

場
合

は
検

察
庁

が
原

本
を

保
管

し
、

児
童

相
談

所
に

は
提

供
さ

れ
な

い
。

調
書

と
し

て
検

察
庁

が
作

成
。

児
童

相
談

所
で

は
B
S
，

立
ち

合
い

人
な

ど
が

そ
れ

ぞ
れ

記
録

を
作

成
。

基
本

は
児

童
相

談
所

で
保

管
す

る

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
が

検
察

官
の

場
合

は
、

検
察

庁
が

保
管

。
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

が
児

童
相

談
所

職
員

の
場

合
は

、
児

童
相

談
所

が
保

管
。

検
察

。
検

察
が

入
ら

な
い

場
合

は
警

察
。

実
施

場
所

で
保

管
が

基
本

。

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
に

よ
っ

て
異

な
る

が
、

検
察

の
記

録
原

本
は

検
察

で
、

児
相

の
記

録
は

児
相

で
保

管
し

て
い

る
。

実
施

場
所

が
検

察
以

外
の

場
合

は
、

事
前

の
確

認
に

よ
り

当
初

も
記

録
を

撮
る

こ
と

は
あ

る
。

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
の

所
属

機
関

（
１

）
記

録
を

保
管

す
る

機
関

Q1
3記

録
の
取
扱

Ｎ
Ｉ

Ｃ
Ｈ

Ｄ
プ

ロ
ト

コ
ル

の
グ

ラ
ウ

ン
ド

ル
ー

ル
を

実
施

し
な

い
方

法
。

加
害

者
で

な
い

家
族

，
親

族
と

検
察

官
が

同
席

し
た

。
ラ

タ
ッ

ク
。

そ
の

他
に

つ
い

て
は

、
検

事
や

警
察

官
が

供
述

調
書

の
作

成
、

読
み

聞
か

せ
等

を
録

音
・

録
画

の
上

、
実

施
し

て
い

る
。

Q1
2バ

ッ
ク
ス
タ
ッ
フ

通
常

の
検

察
官

・
警

察
官

の
聴

取

検
察

側
で

決
定

し
て

い
た

た
め

不
明

検
察

庁

79
件

4件
05010
0

15
0

児
相
ス
タ
ッ
フ

被
害
者
代
理
人

件 数

バ
ッ
ク
ス
タ
ッ
フ

16
17

【
取
扱
注
意
】

◆
「

は
い

」
が

１
ヶ

所
あ

り
捜

査
関

係
事

項
照

会
書

に
よ

る
警

察
へ

の
資

料
提

供
に

つ
い

て

原
則

写
し

の
交

付
，

使
用

は
し

な
い

，
必

要
な

時
は

協
議

を
す

る
。

バ
ッ

ク
ス

タ
ッ

フ
に

入
っ

た
者

が
メ

モ
を

と
り

，
各

自
機

関
で

保
管

す
る

こ
と

は
可

。

（
３

）
①

と
同

じ
（

録
音

・
録

画
記

録
媒

体
の

貸
し

出
し

）

（
４

）
交

付
や

利
用

方
法

に
つ

い
て

の
事

前
協

議
等

に
お

け
る

取
決

め
内

容

（
参

考
）

明
確

な
取

決
め

は
な

い
が

、
現

在
、

児
童

三
機

関
連

携
協

議
会

の
中

で
、

面
接

記
録

の
家

裁
に

お
け

る
疎

明
資

料
の

取
扱

い
に

つ
い

て
継

続
検

討
さ

れ
て

い
る

。

閲
覧

者
の

範
囲

等
一

定
の

条
件

を
付

し
て

提
供

さ
れ

る
。

 
 
※

「
な

い
」

に
も

回
答

あ
り

児
相

の
求

め
に

応
じ

て
Ｄ

Ｖ
Ｄ

を
検

察
庁

が
提

供
す

る
旨

の
取

り
決

め
。

D
V
D
に

つ
い

て
，

警
察

に
賃

借
証

を
作

成
し

，
貸

し
出

す
こ

と
を

取
り

決
め

た
。

し
か

し
，

立
件

せ
ず

と
の

判
断

と
な

り
，

不
必

要
と

の
こ

と
で

賃
借

し
て

い
な

い
。

貸
し

出
し

し
て

い
る

。

借
用

書
，

受
領

書
，

返
還

書
の

提
出

児
童

相
談

所
に

て
記

録
し

た
も

の
は

３
者

で
共

有
す

る
こ

と
、

検
察

で
記

録
し

た
も

の
は

共
有

で
き

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
。

検
察

庁
が

原
本

を
保

管
し

た
場

合
、

写
し

は
交

付
さ

れ
ず

適
宜

閲
覧

を
申

請
。

刑
事

訴
訟

法
第

１
９

７
条

第
２

項
　

第
５

項

D
V
D
の

交
付

は
必

要
が

あ
れ

ば
警

察
・

検
察

庁
へ

行
う

。
反

訳
は

そ
れ

ぞ
れ

の
機

関
で

必
要

が
あ

れ
ば

作
成

す
る

。

児
相

の
弁

護
士

も
交

え
て

検
察

と
の

協
議

を
重

ね
た

結
果

，
交

付
や

複
製

は
出

来
な

い
が

長
期

間
の

貸
し

出
し

は
検

察
が

了
承

し
て

い
る

。
※

５
/
１

４
付

け
で

厚
労

省
と

最
高

検
察

庁
か

ら
協

同
面

接
の

記
録

共
有

に
つ

い
て

通
知

が
発

出
さ

れ
た

た
め

，
ま

た
取

扱
が

変
わ

る
と

思
わ

れ
る

。

児
童

相
談

所
が

原
本

を
所

有
す

る
場

合
は

、
警

察
か

ら
の

捜
査

関
係

事
項

照
会

を
受

け
て

、
写

し
を

交
付

す
る

こ
と

に
し

て
い

る
。

捜
査

関
係

事
項

照
会

に
よ

り
交

付

必
要

な
場

合
，

実
施

機
関

へ
照

会
す

る
旨

を
事

前
に

取
り

決
め

て
い

る
。

個
々

の
事

案
で

は
な

く
、

県
内

の
児

相
と

警
察

、
検

察
で

の
連

携
協

議
の

中
で

検
察

に
よ

り
試

行
案

が
示

さ
れ

、
そ

れ
に

基
づ

き
実

施
さ

れ
て

い
る

。

作
成

機
関

が
保

管
す

る
。

事
例

ご
と

に
協

議
し

て
い

る
。

貸
し

出
し

の
方

法
，

返
却

日
程

交
付

時
に

伴
う

手
続

方
法

捜
査

関
係

事
項

照
会

書
へ

の
回

答
と

し
て

提
出

す
る

（
４

）
交

付
や

利
用

方
法

に
つ

い
て

の
事

前
協

議
等

で
の

取
決

め
の

有
無

22
件

29
件

3件

05101520253035

あ
る

な
い

無
回
答

件 数

交
付
や
利
用
方
法
に
つ
い
て
の
事
前
協
議
等
で
の
取
り
決
め

【
取
扱
注
意
】

記
録

の
写

し
は

交
付

さ
れ

ず
、

必
要

に
応

じ
て

貸
与

さ
れ

た
。

検
察

が
聴

取
し

た
場

合
、

提
供

は
受

け
ら

れ
な

い
。

（
同

席
し

て
の

筆
記

記
録

を
自

ら
し

た
り

、
検

察
庁

に
て

録
画

を
見

る
こ

と
は

許
可

さ
れ

た
）

　
当

所
職

員
が

面
接

に
て

筆
記

記
録

し
た

も
の

で
対

応
し

、
そ

の
ケ

ー
ス

で
は

支
障

は
で

な
か

っ
た

。

事
件

の
証

拠
と

な
る

た
め

，
児

相
へ

の
複

製
等

の
提

供
は

不
可

と
さ

れ
た

。

写
し

の
交

付
は

拒
否

さ
れ

た
。

・
検

察
庁

か
ら

原
本

の
写

し
が

交
付

さ
れ

な
い

。
・

録
音

録
画

が
制

限
さ

れ
、

実
施

で
き

な
か

っ
た

。
・

面
接

場
面

に
児

相
職

員
が

立
ち

会
い

、
聴

取
内

容
の

メ
モ

を
も

と
に

記
録

を
作

成
し

て
い

る
た

め
、

所
内

の
情

報
共

有
は

可
能

で
あ

り
、

大
き

な
支

障
は

な
い

。
し

か
し

、
共

同
面

接
時

の
反

訳
書

が
提

供
さ

れ
れ

ば
よ

り
正

確
な

情
報

が
得

ら
れ

る
た

め
、

ケ
ー

ス
ワ

ー
ク

に
有

効
で

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

。

検
察

庁
が

原
本

を
保

管
し

た
場

合
、

写
し

は
交

付
さ

れ
ず

適
宜

閲
覧

を
申

請
。

必
要

な
部

分
の

み
の

交
付

。

検
察

か
ら

，
原

本
の

取
扱

い
に

つ
い

て
整

理
が

さ
れ

て
い

な
い

と
の

話
が

あ
っ

た
。

協
同

面
接

の
場

で
記

録
を

し
て

，
後

で
文

書
化

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

例
え

ば
，

後
か

ら
当

該
児

童
に

「
そ

れ
は

話
し

た
こ

と
が

あ
る

」
と

言
わ

れ
な

い
か

，
聞

き
漏

ら
し

が
な

い
か

心
配

に
な

る
。

基
本

的
に

検
察

官
が

代
表

聴
取

者
に

な
っ

た
場

合
は

、
児

童
相

談
所

に
は

Ｄ
Ｖ

Ｄ
等

の
複

写
の

交
付

は
な

い
。

バ
ッ

ク
ス

タ
ッ

フ
と

し
て

面
接

時
の

記
録

を
取

っ
て

い
る

の
で

特
に

支
障

は
な

い
。

但
し

、
情

報
は

三
機

関
で

共
有

し
た

い
。

基
本

的
に

検
察

官
が

代
表

聴
取

者
に

な
っ

た
場

合
は

、
児

童
相

談
所

に
は

Ｄ
Ｖ

Ｄ
等

の
複

写
の

交
付

は
な

い
。

バ
ッ

ク
ス

タ
ッ

フ
と

し
て

面
接

時
の

記
録

を
取

っ
て

い
る

の
で

特
に

支
障

は
な

い
。

但
し

、
情

報
は

三
機

関
で

共
有

し
た

い
。

交
付

は
不

可
。

閲
覧

は
可

能
。

家
庭

裁
判

所
へ

の
２

８
条

申
立

て
や

親
権

の
喪

失
・

停
止

等
の

申
立

て
に

録
音

録
画

し
た

も
の

を
使

用
で

き
な

い
。

職
員

の
メ

モ
や

記
憶

に
基

づ
く

記
録

に
な

っ
て

し
ま

う
の

で
，

聞
き

漏
ら

し
な

ど
の

可
能

性
が

あ
る

。
記

録
媒

体
で

は
な

く
，

職
員

の
記

憶
に

基
づ

く
記

録
な

の
で

，
聞

き
漏

れ
な

ど
の

可
能

性
が

あ
る

。

（
3
）

写
し

の
交

付
や

使
用

が
制

限
さ

れ
た

場
合

は
あ

る
か

写
し

の
交

付
は

な
く

、
原

本
を

保
管

し
て

い
る

部
署

内
で

の
閲

覧
の

み

複
写

不
可

。
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
接

続
で

き
る

パ
ソ

コ
ン

で
の

視
聴

不
可

。
目

的
外

使
用

不
可

。

写
し

を
提

供
し

て
も

ら
え

な
い

検
察

が
実

施
し

た
も

の
に

つ
い

て
、

写
し

の
交

付
が

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。

写
し

の
交

付
や

使
用

の
制

限

（
3
）

①
②

写
し

の
交

付
や

使
用

が
制

限
さ

れ
た

場
合

原
則

写
し

の
交

付
・

使
用

は
し

な
い

が
，

必
要

な
場

合
は

協
議

の
上

可
能

で
あ

る
。

●
写

し
は

と
ら

な
い

●
原

則
貸

し
出

し
の

み
(
D
V
D
)
●

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

つ
な

が
る

パ
ソ

コ
ン

で
は

、
D
V
D
を

見
な

い

児
童

福
祉

法
第

３
３

条
や

第
２

８
条

の
申

立
て

の
際

、
刑

事
訴

訟
法

第
４

７
条

（
訴

訟
書

類
の

非
公

開
）

の
規

定
に

よ
り

、
家

事
事

件
の

疎
明

資
料

と
し

て
協

同
面

接
の

記
録

（
Ｄ

Ｖ
Ｄ

、
逐

語
禄

）
が

使
用

で
き

な
か

っ
た

。
（

当
所

が
原

本
保

管
）

当
該

ケ
ー

ス
は

、
児

童
福

祉
法

第
３

３
条

の
申

立
て

の
際

、
被

害
事

実
の

概
要

を
記

録
し

た
書

面
を

家
裁

に
提

出
し

承
認

を
得

る
こ

と
が

で
き

た
。

第
２

８
条

の
申

立
て

後
、

本
児

が
家

庭
復

帰
を

希
望

し
、

児
童

相
談

所
か

ら
取

下
げ

し
て

い
る

。

閲
覧

者
の

制
限

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※

「
な

い
」

に
も

回
答

あ
り

調
書

の
開

示
同

席
し

た
児

相
職

員
も

記
録

を
取

っ
て

お
り

，
特

に
支

障
な

し

写
し

の
交

付
は

制
限

さ
れ

て
い

る
。

従
っ

て
，

バ
ッ

ク
ス

タ
ッ

フ
の

一
員

と
し

て
参

加
す

る
中

で
，

自
力

で
記

録
を

書
面

と
し

て
作

成
し

て
い

る
。

ケ
ー

ス
ワ

ー
ク

や
手

続
に

支
障

は
な

い
が

，
児

童
の

記
憶

に
汚

染
が

あ
っ

た
こ

と
に

当
所

が
気

付
き

に
く

い
可

能
性

が
あ

る
。

ま
た

，
バ

ッ
ク

ス
タ

ッ
フ

と
し

て
参

加
し

た
職

員
以

外
は

，
非

言
語

の
情

報
や

書
面

に
書

か
れ

て
い

な
い

内
容

以
上

の
こ

と
を

把
握

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

録
音

・
録

画
デ

ー
タ

を
検

察
著

か
ら

借
り

る
こ

と
は

可
能

で
あ

る
が

，
複

製
は

禁
じ

ら
れ

て
い

る
。

録
音

・
録

画
デ

ー
タ

と
も

検
察

庁
に

あ
る

場
合

，
デ

ー
タ

を
借

り
て

き
て

反
訳

書
を

作
成

す
る

よ
り

他
に

，
詳

細
は

記
録

を
児

相
側

に
残

し
て

お
く

方
法

が
な

い
。

22
件

25
件

5件

051015202530

あ
る

な
い

無
回
答

件 数

写
し
の
交
付
や
使
用
が
制
限
さ
れ
た
こ
と

18
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【
取
扱
注
意
】

女
性

相
談

所
担

当

加
害

親
、

入
所

施
設

職
員

、
学

校
、

祖
父

母

虐
待

の
疑

い
の

あ
る

親
権

者

施
設

長

父
方

祖
母

そ
の

他
の

場
合

　
そ

の
人

物
は

誰
か

Q1
4児

童
の
同
意
(事

後
)

面
接

に
協

力
し

て
も

ら
う

親
族

児
童

養
護

施
設

職
員

17
件

0件

30
件

01020304050

説
明
を
し
て
同
意
を
得
た

説
明
を
し
た
が
同
意
を
得
て
い
な
い

事
前
に
話
は
し
て
い
な
い

件 数

そ
の
他
の
者

97
件

66
件

16
7件

05010
0

15
0

20
0

説
明
を
し
て
同
意
を
得
た

説
明
を
し
た
が
同
意
を
得
て
い
な
い

事
前
に
話
は
し
て
い
な
い

件 数

当
該
児
童

87
件

98
件

13
1件

05010
0

15
0

20
0

説
明
を
し
て
同
意
を
得
た

説
明
を
し
た
が
同
意
を
得
て
い
な
い

事
前
に
話
は
し
て
い
な
い

件 数

当
該
児
童
の
非
虐
待
親
権
者

【
取
扱
注
意
】

Q1
4児

童
の
同
意

20
件

0件

93
件

05010
0

15
0

説
明
を
し
て
同
意
を
得
た

説
明
を
し
た
が
同
意
を
得
て
い
な
い

事
前
に
話
は
し
て
い
な
い

件 数

当
該
児
童
の
代
理
人

80
6件

15
件

57
件

0

30
0

60
0

90
0

説
明
を
し
て
同
意
を
得
た

説
明
を
し
た
が
同
意
を
得
て
い
な
い

事
前
に
話
は
し
て
い
な
い

件 数

当
該
児
童

19
1

6

35
5

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

説
明
を
し
て
同
意
を
得
た

説
明
を
し
た
が
同
意
を
得
て
い
な
い

事
前
に
話
は
し
て
い
な
い

件 数

当
該
児
童
の
非
虐
待
親
権
者

20
21

【
取
扱
注
意
】

Q1
7面

接
回
数

Q1
6被

害
児
童
に
面
接
を
し
た
場
合

36
2人

17
7人

0

10
0

20
0

30
0

40
0

被
害
確
認
面
接
を
受
け
た
人
数

被
害
確
認
面
接
後
に
協
同
面
接
を
受
け
た
人
数

人 数

被
害
児
童
に
面
接
を
し
た
場
合

１
回

, 5
07

, 
66

%

２
回

, 1
79

, 
23

%

３
回

, 4
7,

 6
%

４
回

, 1
6,

 2
%

５
回
以
上

, 1
8,

 3
%

面
接
回
数

１
回

２
回

３
回

４
回

５
回
以
上

12
件

26
件

3件

051015202530

被
害
確
認
面
接

協
同
面
接

警
察
検
察
の
事
情
聴
取

件 数

内
訳

（
１
回
）

【
取
扱
注
意
】

職
員

数

全
職

員

加
害

親
、

入
所

施
設

職
員

、
祖

父
母

、
学

校

警
察

本
部

主
催

の
被

害
児

童
か

ら
の

聴
取

技
法

に
関

す
る

三
者

研
修

会

Q1
5職

員
の
研
修
状
況

そ
の

他
の

場
合

　
そ

の
人

物
は

誰
か

Ｒ
Ｅ

Ｆ
Ｃ

Ｒ

テ
ー

マ
別

研
修

の
一

環
と

し
て

、
被

害
事

実
確

認
面

接
研

修
を

年
2
回

開
催

R
A
T
A
C
、

R
I
F
C
R

女
性

相
談

所
担

当

診
察

技
術

研
修

平
成

2
8
年

度
被

害
事

実
確

認
面

接
研

修
（

児
相

・
警

察
・

地
方

検
察

庁
の

共
同

研
修

）

親
権

を
持

た
な

い
実

母
（

通
告

者
）

内
容

性
的

虐
待

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

研
修

仲
真

紀
子

氏
に

よ
る

司
法

面
接

研
修

会

Ｎ
Ｉ

Ｃ
Ｈ

Ｄ
研

修
　

仲
真

紀
子

教
授

リ
フ

カ
ー

Ｎ
Ｉ

Ｃ
Ｈ

Ｄ
プ

ロ
ト

コ
ル

に
基

づ
い

た
研

修

71
3件

13
0件

40
件

0

20
0

40
0

60
0

80
0

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｄ

Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｌ
Ｄ

Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｓ
Ｔ

そ
の
他

件 数

プ
ロ
ト
コ
ル

10
件

5件

26
件

0102030

説
明
を
し
て
同
意
を
得
た

説
明
を
し
た
が
同
意
を
得
て
い
な
い

事
前
に
話
は
し
て
い
な
い

件 数

そ
の
他
の
者

22
23
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【
取
扱
注
意
】

Q1
8子

ど
も
の
負
担

協
同

面
接

に
よ

っ
て

子
ど

も
の

負
担

は
軽

減
さ

れ
た

と
思

う
か

捜
査

上
の

必
要

と
い

う
こ

と
で

，
警

察
や

検
察

の
都

合
で

実
施

さ
れ

た
。

ま
た

協
同

面
接

と
言

い
な

が
ら

，
結

局
は

捜
査

で
あ

る
の

で
，

児
相

は
蚊

帳
の

外
の

感
じ

が
強

い
。

そ
の

他
に

も
事

情
聴

取
・

実
況

見
分

・
実

況
見

分
調

書
の

確
認

な
ど

，
子

ど
も

の
負

担
に

な
る

捜
査

が
重

な
り

，
子

ど
も

は
か

な
り

精
神

的
に

し
ん

ど
い

様
子

で
あ

っ
た

。

子
ど

も
の

心
理

的
苦

痛
や

不
安

に
配

慮
し

，
話

を
聴

く
こ

と
が

子
ど

も
に

と
っ

て
，

出
来

事
の

再
体

験
と

な
る

「
二

次
被

害
」

を
回

避
，

緩
和

す
る

な
ど

，
子

ど
も

に
与

え
る

負
担

を
で

き
る

だ
け

少
な

く
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

施
設

の
機

関
が

そ
れ

ぞ
れ

面
接

を
す

る
こ

と
に

比
べ

，
協

同
面

接
で

一
回

で
対

応
す

る
こ

と
に

よ
り

，
子

ど
も

の
負

担
が

軽
減

さ
れ

た
。

聞
か

れ
る

回
数

が
少

な
い

。
前

後
の

ケ
ア

に
配

慮
で

き
る

。

児
童

の
面

接
回

数
が

減
り

，
被

害
体

験
を

想
起

す
る

負
担

を
軽

減
さ

せ
ら

れ
て

い
る

。

行
っ

た
こ

と
の

な
い

検
察

庁
で

の
面

接
，

さ
ら

に
検

事
か

ら
の

聴
取

で
緊

張
し

て
し

ま
う

ケ
ー

ス
が

多
か

っ
た

。

協
同

面
接

で
行

わ
れ

な
い

場
合

，
被

害
確

認
面

接
，

警
察

の
聴

取
，

検
察

の
聴

取
で

，
同

じ
話

を
何

度
も

し
な

く
て

は
な

ら
な

く
な

る
。

共
同

面
接

だ
っ

た
と

し
て

も
，

調
書

の
作

成
，

現
場

検
証

等
も

含
め

る
と

複
数

回
に

な
る

こ
と

が
多

い
が

，
話

を
す

る
回

数
が

減
る

こ
と

の
メ

リ
ッ

ト
は

大
き

い
。

一
方

で
，

一
度

で
話

を
し

き
れ

な
い

場
合

も
あ

り
，

追
加

情
報

を
ど

の
よ

う
に

扱
う

か
の

課
題

が
残

る
。

8件

13
件

6件

05101520

被
害
確
認
面
接

協
同
面
接

警
察
検
察
の
事
情
聴
取

件 数

内
訳

（
３
回
）

5件

9件

6件

03691215

被
害
確
認
面
接

協
同
面
接

警
察
検
察
の
事
情
聴
取

件 数

内
訳

（
４
回
）

9件
10
件

9件

03691215

被
害
確
認
面
接

協
同
面
接

警
察
検
察
の
事
情
聴
取

件 数

内
訳

（
５
回
）

42
件

9件

4件

01020304050

は
い

い
い
え

無
回
答

件 数

子
ど
も
の
負
担
は
減
っ
た
と
思
う
か

【
取
扱
注
意
】

・
３

回
：

事
情

聴
取

、
再

現
実

況
検

分
及

び
被

害
内

容
再

確
認

を
行

っ
た

た
め

。
・

７
回

及
び

６
回

：
児

童
の

病
状

を
考

慮
し

１
回

あ
た

り
の

時
間

を
短

く
し

た
た

め
。

警
察

か
ら

，
「

捜
査

の
た

め
，

（
あ

る
こ

と
に

つ
い

て
）

焦
点

化
し

た
質

問
を

し
て

欲
し

い
」

と
の

依
頼

が
あ

っ
た

た
め

。
当

該
児

童
か

ら
新

た
な

事
実

を
聞

い
た

た
め

。

児
童

が
幼

児
の

た
め

，
関

係
作

り
を

し
な

が
ら

，
回

数
を

分
け

て
面

接
し

た
。

（
協

同
面

接
3
回

（
初

回
中

断
)
，

調
書

作
成

1
回

）
1
回

目
の

面
接

で
，

緊
張

し
て

話
が

で
き

な
か

っ
た

た
め

中
断

し
，

日
を

改
め

た
。

回
数

が
３

回
を

超
え

た
場

合
，

そ
の

理
由

必
要

な
情

報
が

十
分

に
聞

き
取

れ
な

か
っ

た
た

め
。

証
拠

の
確

認
の

た
め

。

本
人

が
な

か
な

か
話

せ
ず

，
ラ

ポ
ー

ル
を

と
る

の
に

回
数

が
か

か
っ

た
も

の
が

あ
る

●
性

被
害

児
童

に
は

、
な

る
べ

く
早

い
段

階
で

被
害

確
認

面
接

を
す

る
が

、
立

件
す

る
こ

と
が

決
ま

っ
た

後
に

協
同

面
接

が
行

わ
れ

た
た

め
、

合
計

3
回

に
な

っ
た

。
●

本
人

が
慣

れ
な

い
場

所
、

見
知

ら
ぬ

人
の

聴
取

に
緊

張
が

強
く

面
接

が
困

難
で

あ
っ

た
。

そ
の

た
め

、
協

同
面

接
を

複
数

回
実

施
し

た
。

●
本

児
の

説
明

し
た

内
容

に
つ

い
て

、
検

察
庁

よ
り

警
察

が
入

手
し

た
手

帳
を

も
と

に
再

度
面

接
し

た
い

と
の

要
請

が
あ

っ
た

（
2
回

目
）

。
加

害
者

よ
り

、
性

交
渉

に
同

意
が

あ
っ

た
と

主
張

さ
れ

た
と

し
て

、
検

察
庁

よ
り

再
度

の
面

接
の

要
請

が
あ

っ
た

（
3
回

目
）

。

・
　

詳
細

な
被

害
開

示
が

な
か

っ
た

た
め

、
複

数
回

実
施

し
た

た
め

。
・

　
他

の
被

害
事

実
の

開
示

が
あ

り
、

協
同

面
接

を
複

数
回

実
施

し
た

た
め

。
・

　
被

疑
者

の
供

述
が

異
な

る
た

め
、

再
度

、
被

害
状

況
に

つ
い

て
聴

取
し

た
た

め
。

・
　

犯
罪

事
実

の
特

定
の

た
め

、
検

事
・

警
察

官
が

追
加

事
項

を
聴

取
し

た
た

め
。

・
被

害
が

複
数

回
あ

り
，

そ
れ

ぞ
れ

の
エ

ピ
ソ

ー
ド

に
つ

い
て

確
認

す
る

こ
と

で
，

面
接

が
長

時
間

に
な

っ
た

た
め

，
１

回
目

の
面

接
を

中
断

し
て

２
回

目
を

実
施

す
る

こ
と

と
し

た
。

・
上

記
ケ

ー
ス

で
は

被
害

確
認

面
接

の
結

果
を

受
け

て
協

同
面

接
を

実
施

す
る

こ
と

が
決

定
し

た
。

協
同

面
接

に
お

い
て

も
複

数
回

の
被

害
の

エ
ピ

ソ
ー

ド
を

確
認

し
た

た
め

，
面

接
が

長
時

間
に

な
り

，
児

童
の

負
担

を
考

慮
し

て
面

接
を

中
断

し
て

日
を

改
め

た
。

・
児

童
の

発
言

量
，

証
言

内
容

に
不

十
分

な
点

が
あ

っ
た

た
め

・
児

童
と

被
疑

者
の

証
言

内
容

に
差

異
が

あ
り

，
再

度
確

認
が

必
要

だ
っ

た
た

め

起
訴

の
た

め
に

必
要

な
追

加
調

査
の

た
め

１
～

２
回

目
が

非
開

示
だ

っ
た

た
め

。
被

害
の

詳
細

な
聴

き
取

り
の

た
め

と
な

っ
た

た
め

。

・
児

相
が

被
害

事
実

確
認

面
接

を
行

っ
た

後
に

、
三

機
関

連
携

の
対

象
と

し
、

共
同

面
接

を
行

い
、

更
に

事
件

化
の

た
め

に
供

述
　

調
書

作
成

す
る

た
め

の
聴

取
が

行
わ

れ
る

た
め

。
・

担
当

検
事

の
転

勤
に

伴
い

、
新

し
い

検
事

が
再

度
聴

取
す

る
こ

と
を

希
望

。
録

音
録

画
済

み
の

記
録

を
活

用
す

る
こ

と
を

申
し

入
れ

た
が

、
聞

き
入

れ
て

も
ら

え
な

か
っ

た
た

め
。

・
児

童
が

加
害

者
に

抱
く

複
雑

な
心

情
か

ら
聴

取
に

消
極

的
に

な
り

、
共

同
面

接
が

複
数

回
に

な
っ

た
こ

と
に

加
え

、
供

述
調

書
作

成
の

た
め

に
検

察
聴

取
が

必
要

と
な

っ
た

た
め

。

回
答

に
あ

い
ま

い
な

点
が

多
か

っ
た

た
め

。
警

察
の

意
向

に
よ

り
対

応
し

て
い

る
た

め
。

１
人

の
被

害
児

童
に

対
し

て
何

回
面

接
し

て
い

る
か

把
握

し
て

い
な

い
。

複
数

回
実

施
し

て
い

る
場

合
は

、
捜

査
で

必
要

と
さ

れ
た

た
め

実
施

さ
れ

て
い

る
。

当
初

は
協

同
面

接
対

象
で

な
か

っ
た

も
の

が
，

後
か

ら
協

同
面

接
対

象
と

な
っ

た
。

・
加

害
者

が
複

数
だ

っ
た

。
　

・
検

事
の

人
事

異
動

に
よ

る
再

聴
取

　
・

被
疑

者
の

否
認

が
予

想
さ

れ
た

た
め

慎
重

を
期

し
た

。

捜
査

・
立

件
上

の
都

合
か

ら
必

要
と

な
る

た
め

事
件

の
た

め
，

警
察

・
検

察
で

各
々

出
て

き
た

証
拠

を
合

わ
せ

て
聞

い
た

た
め

。

被
害

確
認

面
接

実
施

後
に

，
被

害
児

童
の

弟
妹

に
対

す
る

虐
待

が
発

覚
し

，
目

撃
状

況
を

確
認

す
る

必
要

が
生

じ
た

た
め

。
新

た
な

情
報

が
あ

っ
た

た
め

，
３

回
目

を
実

施
し

た
。

警
察

・
検

察
が

逮
捕

・
起

訴
に

必
要

と
し

た
た

め

16
件

27
件

14
件

010203040

被
害
確
認
面
接

協
同
面
接

警
察
検
察
の
事
情
聴
取

件 数

内
訳

（
２
回
）

24
25

【
取
扱
注
意
】

年
に

１
・

２
回

司
法

面
接

の
実

施
状

況
や

課
題

等
に

つ
い

て
児

相
・

警
察

・
検

察
で

情
報

交
換

を
し

て
い

る
。

平
成

2
9
年

度
に

協
定

を
結

ん
で

い
る

。
地

方
検

察
庁

・
警

察
・

児
童

相
談

所
の

三
機

関
に

お
け

る
確

認
事

項
と

し
て

、
対

象
と

な
る

事
案

（
児

童
を

被
害

者
等

と
す

る
虐

待
事

案
及

び
性

犯
罪

事
案

）
、

対
象

者
（

原
則

、
中

学
生

以
下

の
被

害
者

及
び

知
的

障
害

、
発

達
障

害
等

の
障

害
を

有
す

る
児

童
）

、
各

機
関

の
窓

口
及

び
代

表
者

聴
取

の
方

法
を

定
め

て
い

る
。

協
同

面
接

の
前

に
事

前
協

議
を

行
い

，
役

割
等

を
確

認
し

て
い

る
。

三
者

で
手

続
き

を
決

め
て

い
る

県
警

察
・

児
相

及
び

地
方

検
察

庁
の

三
者

で
，

「
児

童
虐

待
事

案
に

対
す

る
県

警
・

児
相

・
検

察
庁

の
連

携
に

つ
い

て
」

の
取

り
決

め
を

行
っ

て
い

る
。

そ
の

中
で

，
合

同
司

法
面

接
や

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
等

に
つ

い
て

取
り

決
め

て
い

る
。

警
察

・
検

察
と

文
書

に
て

ル
ー

ル
の

取
り

決
め

を
行

っ
て

い
る

。
（

事
前

協
議

・
窓

口
な

ど
）

警
察

、
検

察
、

児
相

の
連

絡
の

窓
口

と
な

る
担

当
者

、
連

絡
方

法
を

決
め

た
。

検
察

・
警

察
・

県
及

び
市

児
相

・
県

及
び

市
主

管
課

，
医

療
機

関
で

行
っ

て
い

る
「

児
童

虐
待

事
案

に
関

す
る

多
機

関
連

携
協

議
会

」
内

で
，

児
童

虐
待

事
案

の
早

期
連

携
の

流
れ

を
確

認
し

て
い

る
。

(
1
）

協
定

・
意

思
統

一
を

行
っ

て
い

る
場

合
　

そ
の

内
容

◆
「

は
い

」
１

回
で

面
接

が
終

わ
っ

た
か

ら
。

思
い

出
し

た
く

な
い

内
容

を
何

度
も

話
さ

ず
に

済
む

た
め

。
◆

「
い

い
え

」
検

察
官

が
面

接
者

に
な

っ
た

場
合

は
軽

減
さ

れ
る

場
合

が
多

い
。

警
察

が
何

回
も

事
情

聴
取

す
る

こ
と

が
あ

り
，

そ
の

場
合

に
は

軽
減

さ
れ

て
い

な
い

。

何
度

も
話

を
聞

か
れ

る
負

担
が

軽
減

し
た

●
面

接
の

回
数

が
減

ら
せ

る
●

何
度

も
辛

い
事

実
を

話
さ

な
く

て
よ

い
●

被
害

に
つ

い
て

繰
り

返
し

聞
く

こ
と

を
避

け
る

こ
と

が
で

き
る

面
接

回
数

も
少

な
く

な
り

負
担

は
軽

減
し

て
い

る
。

ま
た

、
３

機
関

が
被

害
事

実
の

共
有

の
み

な
ら

ず
、

各
機

関
の

方
針

等
を

共
有

し
、

連
携

し
た

支
援

が
で

き
て

い
る

。

関
係

機
関

が
個

別
に

面
接

す
る

こ
と

に
比

べ
、

面
接

回
数

・
時

間
の

削
減

に
つ

な
が

っ
て

い
る

と
思

わ
れ

る
。

児
童

が
被

害
内

容
に

つ
い

て
話

す
機

会
が

，
協

同
面

接
の

一
度

限
り

で
済

む
こ

と
が

多
く

な
っ

た
。

聴
取

回
数

を
減

ら
し

，
同

様
の

質
問

を
繰

り
返

す
こ

と
を

妨
げ

た
た

め

Q1
9協

定
や
意
思
統
一

◆
は

い
（

子
ど

も
家

庭
セ

ン
タ

ー
の

回
答

）
検

察
庁

，
警

察
，

児
相

で
児

童
虐

待
事

案
に

対
す

る
連

携
に

つ
い

て
窓

口
や

通
報

ル
ー

ト
を

決
め

て
い

る
。

◆
い

い
え

（
そ

の
他

の
児

相
）

連
携

に
つ

い
て

の
通

知
あ

り
（

平
成

３
０

年
７

月
２

４
日

付
け

子
家

発
０

７
２

４
第

１
号

厚
労

省
家

庭
福

祉
課

長
通

知
）

検
察

・
警

察
・

児
相

の
三

者
で

協
議

の
上

，
検

察
よ

り
実

施
要

領
を

策
定

し
，

事
業

認
知

後
の

情
報

提
供

，
協

同
面

接
実

施
の

流
れ

，
処

分
前

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
等

に
つ

い
て

取
り

決
め

を
し

て
い

る
。

検
察

・
警

察
・

児
相

の
３

者
で

協
議

の
上

，
実

施
要

領
を

策
定

（
検

察
に

よ
る

）
（

事
案

認
知

後
の

情
報

提
供

，
協

同
面

接
実

施
の

流
れ

，
処

分
前

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
な

ど
）

地
方

検
察

庁
，

警
察

本
部

，
児

相
の

間
で

協
同

面
接

の
流

れ
を

取
り

決
め

て
い

る
。

警
察

、
検

察
及

び
児

童
相

談
所

で
協

同
面

接
の

段
取

り
等

に
つ

い
て

申
し

合
わ

せ
を

行
っ

て
い

る
。

警
察

や
検

察
と

，
①

全
体

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

，
②

当
日

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
，

③
当

日
の

聴
取

内
容

，
④

保
護

者
へ

の
対

応
な

ど
に

つ
い

て
確

認
を

行
う

。
児

相
は

当
該

児
童

に
つ

い
て

，
事

前
説

明
や

動
機

付
け

，
当

日
の

移
送

や
付

き
添

い
，

保
護

者
へ

の
対

応
な

ど
を

行
う

。
児

相
が

警
察

に
緊

急
連

絡
し

た
ケ

ー
ス

を
，

警
察

が
検

察
と

協
議

し
，

日
程

を
決

め
，

児
相

に
連

絡
が

来
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

。

29
件

21
件

0件
010203040

は
い

い
い
え

無
回
答

件 数

協
定
・
意
思
統
一
を
行
っ
て
い
る
か

【
取
扱
注
意
】

何
度

も
聞

か
れ

ず
に

済
む

の
で

，
心

理
的

な
負

担
が

軽
減

さ
れ

た
。

緊
張

と
不

安
の

中
で

何
度

も
面

接
を

受
け

る
必

要
が

な
い

た
め

（
未

回
答

）
件

数
が

少
な

い
た

め
，

ま
だ

判
断

が
出

来
か

ね
る

刑
事

手
続

き
を

行
う

う
え

で
、

聴
取

回
数

の
減

少
や

手
続

き
の

項
目

の
削

減
は

以
前

よ
り

図
ら

れ
る

よ
う

に
な

っ
た

が
、

日
程

調
整

ま
で

の
日

数
の

増
加

や
保

護
の

長
期

化
等

、
そ

の
他

の
新

た
な

課
題

に
よ

り
、

負
担

が
か

か
る

こ
と

も
増

え
て

い
る

と
感

じ
る

。

事
実

確
認

の
た

め
の

面
接

を
複

数
回

実
施

す
る

こ
と

が
な

い

・
面

接
の

回
数

が
減

少
・

警
察

の
事

情
聴

取
が

省
略

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

◆
は

い
以

前
は

各
機

関
が

そ
れ

ぞ
れ

同
じ

こ
と

を
聞

い
て

い
た

が
、

面
接

回
数

が
減

っ
た

こ
と

に
よ

り
、

児
童

へ
の

負
担

は
軽

減
さ

れ
て

い
る

。
◆

い
い

え
年

少
の

被
害

児
に

対
し

て
事

前
の

心
理

教
育

が
な

さ
れ

な
い

ま
ま

共
同

面
接

が
行

わ
れ

、
加

害
親

に
つ

い
て

の
聴

取
に

拒
否

的
に

な
っ

て
し

ま
っ

た
。

後
日

改
め

て
心

理
教

育
を

行
っ

た
上

で
、

児
童

の
治

療
的

観
点

と
法

２
８

条
申

し
立

て
の

た
め

聴
取

を
実

施
。

結
果

的
に

複
数

回
の

面
接

を
行

う
こ

と
に

な
り

負
担

軽
減

と
は

言
い

難
く

感
じ

た
。

・
集

中
力

が
続

か
な

い
た

め
，

回
数

が
少

な
く

て
済

み
，

子
ど

も
に

と
っ

て
良

か
っ

た
と

感
じ

る
。

・
児

相
が

直
接

被
害

状
況

を
確

認
し

な
く

て
も

ケ
ア

の
支

援
が

可
能

に
な

っ
た

た
め

。

聴
き

取
り

の
回

数
が

最
小

限
で

す
む

た
め

何
度

も
同

様
の

面
接

を
行

わ
ず

に
済

む
と

い
う

心
理

的
負

担
の

軽
減

関
係

機
関

が
一

同
に

会
し

て
質

問
等

の
確

認
を

実
施

す
る

こ
と

で
、

児
童

が
必

要
以

上
に

面
談

を
行

う
な

ど
の

負
担

を
軽

減
す

る
こ

と
が

で
き

た
と

考
え

る
た

め
。

協
同

面
接

後
も

事
情

聴
取

が
行

わ
れ

た
ケ

ー
ス

が
あ

り
、

子
ど

も
の

負
担

は
軽

減
さ

れ
て

い
な

い
と

感
じ

て
い

る
。

協
同

面
接

後
に

さ
ら

に
事

情
聴

取
が

あ
り

，
児

童
の

負
担

と
な

っ
た

。
協

同
面

接
の

中
で

，
児

童
が

事
実

を
話

そ
う

と
せ

ず
，

事
実

を
話

す
こ

と
で

家
族

が
刑

事
責

任
を

問
わ

れ
る

か
も

し
れ

な
い

と
い

う
葛

藤
を

抱
え

て
し

ま
っ

た
。

面
接

回
数

の
減

少

司
法

機
関

職
員

が
聴

取
し

た
被

害
事

実
を

、
重

ね
て

児
相

で
聞

く
こ

と
は

、
あ

ま
り

な
い

た
め

。
児

相
の

助
言

を
受

け
た

検
事

、
警

察
官

が
、

子
ど

も
の

特
性

に
配

慮
す

る
た

め
。

言
葉

に
す

る
こ

と
に

よ
り

，
当

時
の

記
憶

を
思

い
出

す
こ

と
と

な
り

負
担

が
大

き
い

。

最
小

限
の

面
接

回
数

と
な

る
た

め
。

必
要

最
低

限
の

回
数

で
実

施
で

き
た

。

被
害

事
実

に
つ

い
て

，
複

数
回

開
示

す
る

こ
と

に
よ

る
児

童
の

心
理

的
負

担
を

軽
減

で
き

る
。

被
害

事
実

の
聞

き
取

り
が

安
全

な
環

境
で

プ
ロ

ト
コ

ル
沿

っ
た

内
容

で
進

め
ら

れ
る

た
め

。
個

別
の

ケ
ー

ス
に

よ
っ

て
環

境
に

左
右

さ
れ

に
く

く
な

っ
た

。
た

だ
，

そ
の

後
追

加
で

警
察

・
検

察
か

ら
事

情
聴

取
さ

れ
る

た
め

，
協

同
面

接
は

逮
捕

・
起

訴
に

値
す

る
か

ど
う

か
判

断
す

る
程

度
の

役
割

し
か

担
っ

て
い

な
い

と
感

じ
る

こ
と

も
あ

る
。

・
聴

取
回

数
が

結
果

的
に

複
数

回
と

な
る

例
が

あ
る

。
・

聴
取

の
内

容
も

従
来

の
事

情
聴

取
の

手
法

に
よ

り
行

わ
れ

て
い

る
。

そ
の

た
め

、
公

判
維

持
や

有
罪

に
で

き
る

か
の

視
点

が
強

い
。

◆
は

い
面

接
回

数
を

少
な

く
す

る
こ

と
に

よ
り

，
当

該
児

童
に

何
度

も
事

件
内

容
を

想
起

さ
せ

る
こ

と
を

必
要

最
小

限
に

留
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

◆
い

い
え

事
件

化
に

当
た

り
，

何
度

も
児

童
に

対
し

て
事

情
聴

取
が

行
わ

れ
る

。
協

同
面

接
１

回
当

た
り

の
時

間
が

長
く

て
，

児
童

に
負

担
が

か
か

る
。

三
機

関
が

一
度

の
面

接
で

情
報

を
聴

取
で

き
た

た
め

。

被
害

確
認

面
接

，
協

同
面

接
は

１
回

と
し

て
い

る
が

，
そ

の
後

事
案

に
よ

り
警

察
・

検
察

の
事

情
聴

取
に

協
力

し
て

い
る

。
事

案
と

し
て

も
重

篤
度

，
児

童
の

年
齢

，
状

況
等

に
よ

り
事

情
聴

取
を

行
っ

て
い

る
。

面
接

回
数

が
減

っ
て

い
る

か
ら

１
，

２
度

の
面

接
で

終
了

し
て

い
る

点
で

は
軽

減
さ

れ
て

い
る

と
思

う
。

知
ら

な
い

人
，

場
所

に
対

し
，

繰
り

返
し

話
す

子
ど

も
の

負
担

は
大

き
い

た
め

，
協

同
面

接
に

よ
り

回
数

が
減

り
，

負
担

も
軽

減
さ

れ
て

い
る

と
思

う
。

代
表

聴
取

す
る

こ
と

で
、

面
接

の
回

数
が

減
り

児
童

の
精

神
的

な
負

担
軽

減
に

つ
な

が
っ

て
い

る
。

協
同

面
接

を
行

な
う

こ
と

で
、

聞
き

取
り

の
回

数
が

減
り

、
子

ど
も

の
負

担
は

軽
減

さ
れ

て
い

る
。

複
数

の
機

関
に

よ
り

同
じ

内
容

の
面

接
を

繰
り

返
し

，
重

複
を

し
な

い
た

め
。

問
２

で
回

答
し

た
児

童
に

つ
い

て
は

，
児

相
の

聞
き

取
り

が
不

要
と

な
っ

た
。

１
回

で
面

接
を

終
え

る
こ

と
が

出
来

た
場

合
が

あ
る

。
た

だ
し

，
結

果
的

に
何

度
も

聴
取

し
た

場
合

も
あ

る
の

で
，

児
童

へ
の

負
担

は
完

全
に

軽
減

さ
れ

た
と

は
言

い
切

れ
な

い
。

そ
の

後
の

児
童

の
情

緒
面

の
揺

れ
幅

は
比

較
的

大
き

く
な

ら
な

か
っ

た
。

◆
は

い
・

聞
か

れ
る

回
数

が
減

っ
た

た
め

・
面

接
の

回
数

が
減

る
こ

と
で

，
児

童
へ

の
負

担
軽

減
に

繋
が

る
た

め
・

面
接

が
一

度
で

終
わ

る
の

で
，

心
理

的
な

負
担

は
軽

減
さ

れ
た

と
思

う
。

◆
い

い
え

・
被

害
児

童
の

発
達

年
齢

に
合

わ
せ

た
対

応
で

は
な

か
っ

た
。

ケ
ー

ス
に

よ
っ

て
は

、
協

同
面

接
の

実
施

に
よ

り
そ

の
後

の
聴

取
を

し
な

い
で

済
ん

だ
も

の
も

あ
る

た
め

。
（

そ
の

事
例

は
な

ぜ
再

度
の

聴
取

を
実

施
し

な
い

で
済

ん
だ

か
、

は
捜

査
・

立
件

状
況

に
よ

る
。

そ
れ

以
外

の
事

例
で

は
軽

減
の

効
果

は
薄

い
）
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【
取
扱
注
意
】

検
察

・
警

察
・

児
相

の
三

者
で

連
絡

協
議

会
を

年
３

回
開

催
，

具
体

的
な

事
案

と
通

し
て

振
り

返
り

と
課

題
の

検
討

を
し

て
い

る
。

三
者

の
代

表
者

で
司

法
面

接
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
チ

ー
ム

を
つ

く
り

，
細

か
な

手
続

な
ど

の
調

整
を

適
宜

行
っ

て
い

る
。

検
察

庁
及

び
警

察
と

の
窓

口
に

な
る

担
当

職
員

を
決

め
て

い
る

（
虐

待
対

応
主

幹
）

。

・
検

察
庁

が
音

頭
を

と
っ

て
毎

年
虐

待
関

係
の

研
修

会
を

実
施

し
て

い
る

。
そ

の
中

で
，

司
法

面
接

の
重

要
性

の
話

は
出

て
い

る
。

・
平

成
２

９
年

度
に

児
相

で
司

法
面

接
の

研
修

を
２

日
間

実
施

し
た

。
（

あ
く

ま
で

も
児

相
職

員
の

研
修

の
一

環
）

平
成

２
９

年
度

か
ら

中
央

児
童

相
談

所
に

警
察

官
が

派
遣

さ
れ

て
お

り
、

三
機

関
連

携
に

か
か

る
研

修
の

企
画

立
案

、
三

機
関

協
議

が
想

定
さ

れ
て

い
る

ケ
ー

ス
に

つ
い

て
児

相
と

多
機

関
の

調
整

役
を

担
っ

て
い

る
。

・
協

同
面

接
で

録
音

録
画

し
た

デ
ー

タ
は

警
察

、
検

察
の

捜
査

資
料

と
し

て
使

わ
れ

，
協

同
と

は
言

い
な

が
ら

も
児

相
に

は
共

有
し

て
も

ら
え

な
い

こ
と

に
困

っ
て

い
る

。
・

警
察

主
導

で
司

法
面

接
が

行
わ

れ
る

た
め

，
児

相
と

し
て

子
ど

も
の

意
思

を
ど

れ
だ

け
尊

重
す

れ
ば

良
い

の
か

迷
い

が
あ

る
。

子
ど

も
が

司
法

面
接

を
拒

否
す

る
場

合
、

子
ど

も
を

支
持

し
て

よ
い

の
か

、
あ

る
い

は
説

得
す

べ
き

な
の

か
悩

ん
で

し
ま

う
。

・
協

同
面

接
以

外
の

事
情

聴
取

、
実

況
見

分
、

実
況

見
分

調
書

の
確

認
な

ど
も

子
ど

も
に

と
っ

て
か

な
り

の
負

担
に

な
る

。
・

子
ど

も
や

保
護

者
へ

の
説

明
は

、
一

時
保

護
を

し
て

い
る

児
相

の
役

割
に

な
る

が
、

子
ど

も
に

「
も

う
終

わ
っ

た
よ

。
よ

く
頑

張
っ

た
ね

。
」

と
伝

え
て

お
い

て
、

警
察

ま
た

は
検

察
か

ら
再

度
面

接
を

行
う

と
連

絡
が

入
る

場
合

が
あ

る
。

そ
う

な
る

と
、

子
ど

も
や

保
護

者
は

児
相

に
対

し
て

陰
性

感
情

を
強

く
持

ち
、

後
の

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

に
大

き
な

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

に
な

る
。

・
警

察
も

検
察

も
立

件
で

き
る

こ
と

、
事

件
化

し
て

処
理

で
き

る
こ

と
が

目
的

で
あ

り
、

そ
れ

が
で

き
た

ら
終

わ
り

で
あ

る
が

、
加

害
者

が
釈

放
さ

れ
た

り
、

出
所

し
た

り
す

れ
ば

再
被

害
の

リ
ス

ク
は

上
が

る
し

、
子

ど
も

の
ケ

ア
の

観
点

か
ら

言
っ

て
も

児
相

の
支

援
は

終
わ

ら
な

い
。

・
警

察
や

検
察

か
ら

す
れ

ば
、

児
相

も
捜

査
対

象
に

す
ぎ

ず
、

本
質

的
な

意
味

で
の

連
携

は
可

能
な

の
か

疑
問

が
残

る
。

・
地

方
検

察
庁

，
県

警
本

部
，

市
児

相
，

県
児

相
（

３
ヶ

所
）

，
県

庁
の

計
７

機
関

で
会

議
を

年
２

回
実

施
。

・
各

機
関

が
児

童
虐

待
に

関
す

る
対

応
事

例
を

発
表

し
，

多
機

関
連

携
の

強
化

に
向

け
て

協
議

を
行

っ
て

い
る

。

年
に

１
回

事
例

交
換

会

・
地

方
検

察
庁

、
警

察
、

児
童

相
談

所
の

３
機

関
で

取
扱

事
案

の
報

告
と

振
り

返
り

等
を

行
う

中
で

、
連

携
に

お
け

る
課

題
が

散
見

さ
れ

た
た

め
、

合
意

内
容

の
見

直
し

を
含

め
て

年
３

回
程

度
の

協
議

を
行

っ
て

い
る

。

検
察

・
警

察
・

主
管

課
と

１
年

１
回

程
度

，
連

絡
会

議
を

開
催

し
て

い
る

が
，

協
議

内
容

は
協

同
面

接
に

係
る

手
続

等
に

限
定

し
た

も
の

で
は

な
い

。

検
察

・
警

察
・

児
相

の
三

者
で

毎
月

１
回

程
度

情
報

共
有

の
仕

方
に

つ
い

て
協

議
し

て
い

る
。

年
に

1
回

以
上

、
三

者
（

児
相

、
県

警
、

検
察

）
で

三
者

連
携

の
試

行
に

つ
い

て
基

準
、

早
期

連
携

の
あ

り
方

等
を

協
議

し
て

い
る

。

警
察

お
よ

び
検

察
庁

と
年

３
～

４
回

程
度

、
協

同
面

接
の

進
め

方
等

に
つ

い
て

協
議

し
て

い
る

。

・
検

察
庁

，
県

警
本

部
，

児
童

家
庭

課
，

児
相

で
協

同
面

接
実

施
の

た
め

の
連

携
強

化
，

実
務

レ
ベ

ル
の

情
報

交
換

（
年

２
回

～
３

回
）

・
病

院
，

検
察

，
警

察
，

児
相

で
会

議
を

し
て

い
る

（
月

１
回

）
・

児
相

，
県

警
，

検
察

で
連

携
体

制
の

確
認

等
（

年
１

回
程

度
）

●
全

体
会

　
年

3
回

　
●

コ
ア

メ
ン

バ
ー

会
議

　
月

1
回

　
●

事
例

勉
強

会
　

月
1
回

・
子

ど
も

へ
の

説
明

　
・

そ
の

後
の

処
分

に
つ

い
て

地
方

検
察

庁
、

警
察

本
部

、
５

県
市

の
児

童
相

談
所

を
構

成
員

と
し

、
協

同
面

接
に

特
化

し
た

「
児

童
３

機
関

連
携

協
議

会
」

を
年

４
回

程
度

実
施

し
て

、
課

題
や

問
題

点
を

共
有

し
、

３
機

関
の

連
携

強
化

を
図

っ
て

い
る

。

毎
年

１
回

，
児

相
・

警
察

・
検

察
庁

で
合

同
会

議
を

実
施

し
て

い
る

。
主

と
し

て
，

各
管

轄
で

の
取

組
状

況
の

報
告

，
事

例
の

共
有

を
行

っ
て

い
る

。

・
児

相
と

警
察

少
年

課
の

意
見

交
換

（
年

２
回

）
・

児
相

と
検

察
庁

の
意

見
交

換
（

年
２

回
）

平
成

3
0
年

度
に

関
係

機
関

会
議

（
警

察
、

児
相

、
県

）
を

実
施

し
、

現
状

と
課

題
を

共
有

し
た

。
次

年
度

も
同

会
議

を
実

施
予

定
。

児
相

・
警

察
・

検
察

の
三

機
関

に
お

け
る

更
な

る
連

携
強

化
に

関
す

る
協

議
会

が
年

１
～

２
回

開
催

さ
れ

，
出

席
し

て
い

る
。

平
成

３
１

年
３

月
よ

り
，

検
察

庁
及

び
警

察
担

当
・

病
院

医
師

ら
と

2
ヶ

月
に

１
回

連
絡

会
を

持
っ

て
お

り
，

ケ
ー

ス
情

報
の

共
有

や
実

施
後

の
反

省
点

の
共

有
等

を
行

っ
て

い
る

。

児
相

と
警

察
本

部
と

検
察

庁
の

三
機

関
で

年
１

回
連

携
会

議
を

実
施

し
て

い
る

。
平

成
３

０
年

度
は

検
事

よ
り

協
同

面
接

実
施

５
例

に
つ

い
て

報
告

が
あ

っ
た

。

全
体

会
・

実
務

者
に

よ
る

コ
ア

会
議

　
月

１
回

程
度

検
察

庁
，

警
察

，
児

相
で

週
３

回
程

度
協

同
面

接
を

行
っ

た
事

案
に

つ
い

て
事

後
の

検
証

を
行

っ
て

い
る

。

検
察

・
警

察
・

児
相

に
よ

る
多

機
関

連
携

会
議

を
年

２
回

持
ち

回
り

で
実

施
し

，
事

例
検

討
や

情
報

交
換

を
し

て
い

る
。

検
察

・
警

察
・

児
相

に
よ

る
連

絡
会

議
を

年
２

回
開

催
し

て
い

る
検

察
庁

・
警

察
本

部
・

児
相

・
県

主
管

課
と

年
２

回
，

連
携

の
進

め
方

の
協

議
，

事
例

検
討

な
ど

を
行

っ
て

い
る

。

工
夫

し
て

い
る

こ
と

，
困

っ
て

い
る

こ
と

，
改

善
の

提
案

な
ど

Q2
1そ

の
他

特
別

の
取

組
を

行
っ

て
い

る
場

合
　

そ
の

内
容

地
方

検
察

庁
、

警
察

本
部

、
児

童
相

談
所

で
２

か
月

に
１

回
、

事
例

に
基

づ
く

課
題

の
抽

出
、

共
有

、
課

題
解

決
に

向
け

て
の

取
決

め
に

つ
い

て
協

議
す

る

Q2
0特

別
の
取
組

【
取
扱
注
意
】

年
に

一
度

，
県

全
体

で
検

察
・

警
察

・
児

相
の

連
絡

協
議

会
を

開
催

さ
れ

て
い

る
（

検
察

庁
主

催
）

。
ま

た
，

各
検

察
庁

支
部

単
位

で
連

絡
会

を
開

催
し

て
い

る
と

こ
ろ

も
あ

る
。

年
一

回
以

上
、

上
記

三
機

関
と

の
意

見
交

換
を

実
施

。
ま

た
協

同
面

接
を

実
施

し
た

後
は

振
り

返
り

と
検

証
を

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
。

検
察

・
警

察
・

児
相

で
の

児
童

三
機

関
連

携
協

議
会

を
２

ヶ
月

に
１

回
行

っ
て

い
る

。

検
察

庁
主

催
で

児
相

・
検

察
庁

・
警

察
と

年
１

回
連

絡
協

議
会

を
実

施
し

，
連

絡
体

制
等

確
認

し
て

い
る

。

年
１

回
、

児
相

と
検

察
庁

で
運

用
上

の
問

題
点

を
協

議

検
察

庁
、

警
察

、
児

相
の

三
機

関
が

定
期

的
に

集
ま

り
協

議
会

を
実

施
し

て
い

る
。

検
察

庁
の

呼
び

か
け

に
対

し
，

警
察

本
部

，
県

庁
子

ど
も

家
庭

課
及

び
児

相
が

年
に

２
回

協
議

を
行

っ
て

い
る

。

児
年

１
～

２
回

，
協

同
面

接
ル

ー
ル

の
確

認
な

ど
を

行
っ

て
い

る
。

児
相

、
警

察
、

検
察

の
三

者
で

年
１

回
、

担
当

者
の

顔
合

わ
せ

、
事

例
検

討
会

を
行

っ
て

い
る

。

検
察

・
警

察
・

県
及

び
市

児
相

・
県

及
び

市
主

管
課

，
医

療
機

関
と

，
年

1
回

「
児

童
虐

待
事

案
に

関
す

る
多

機
関

連
携

協
議

会
」

を
開

催
し

，
児

童
虐

待
事

案
の

早
期

連
携

の
流

れ
や

各
機

関
の

担
当

者
，

取
り

組
み

事
例

検
討

，
ミ

ニ
講

演
な

ど
を

行
っ

て
い

る
。

児
相

・
検

察
・

警
察

で
の

三
者

協
議

会
を

年
１

・
２

回
開

催
し

，
司

法
面

接
の

実
施

状
況

や
課

題
等

に
つ

い
て

協
議

し
て

い
る

。

検
察

・
警

察
・

児
相

の
三

者
で

協
同

面
接

前
の

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
の

実
施

に
つ

い
て

取
り

決
め

て
い

る
。

検
察

、
警

察
、

児
相

の
3
者

で
協

定
を

締
結

し
て

い
る

。

当
所

が
警

察
へ

通
報

し
た

場
合

、
警

察
が

仲
介

に
入

り
、

実
施

の
可

否
お

よ
び

日
時

・
場

所
を

検
討

し
て

い
る

。

三
機

関
で

年
に

１
回

事
例

検
討

と
し

て
，

意
見

交
換

を
し

て
い

る
。

・
地

方
検

察
庁

、
警

察
、

児
童

相
談

所
の

３
機

関
で

①
対

象
窓

口
、

②
認

知
事

案
の

通
報

・
情

報
提

供
、

③
協

議
・

検
討

、
④

代
表

者
に

よ
る

聴
取

（
共

同
面

接
）

、
⑤

研
修

会
の

開
催

等
に

つ
い

て
、

文
書

で
合

意
が

な
さ

れ
て

い
る

。

（
2
）

定
期

的
に

会
議

・
協

議
を

行
っ

て
い

る
場

合
　

そ
の

内
容

◆
「

は
い

」
に

つ
い

て
も

回
答

あ
り

事
前

に
三

者
協

議
を

行
う

こ
と

検
察

・
警

察
・

児
相

の
三

者
で

話
し

合
い

を
積

み
重

ね
て

，
協

同
面

接
を

行
う

ま
で

の
手

順
，

児
童

の
記

憶
の

汚
染

を
防

ぐ
た

め
，

面
接

ま
で

事
件

の
こ

と
を

で
き

る
だ

け
聞

か
な

い
よ

う
に

す
る

等
取

り
決

め
て

い
る

。

・
警

察
と

り
ま

と
め

の
通

達
で

，
対

象
事

案
，

手
続

，
実

施
要

領
が

取
り

決
め

ら
れ

て
い

る
（

三
者

協
議

済
）

・
警

察
，

検
察

庁
と

対
象

事
案

，
面

接
者

，
記

録
媒

体
の

取
扱

い
等

に
つ

い
て

取
り

決
め

て
い

る

●
警

察
・

地
検

・
児

相
の

3
機

関
に

て
、

情
報

共
有

す
る

ケ
ー

ス
に

関
す

る
基

準
、

面
接

前
の

協
議

事
項

、
面

接
官

、
面

接
場

所
の

決
定

方
法

や
基

準
、

手
順

、
処

分
前

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
等

に
つ

い
て

。
連

絡
窓

口
や

連
絡

方
法

。

協
同

面
接

に
関

す
る

協
定

は
締

結
し

て
い

な
い

。
協

同
面

接
の

ケ
ー

ス
を

認
知

し
た

際
の

連
絡

・
調

整
窓

口
、

協
同

面
接

ま
で

の
流

れ
（

事
前

検
討

、
事

後
検

討
の

実
施

等
）

に
つ

い
て

は
概

ね
意

思
統

一
で

き
て

い
る

。

事
前

協
議

を
行

い
，

面
接

手
順

や
役

割
を

確
認

し
て

い
る

。

警
察

署
・

検
察

庁
と

事
前

確
認

や
協

議
を

し
て

お
り

，
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

，
場

所
な

ど
を

取
り

決
め

て
い

る
。

中
心

と
な

る
機

関
が

面
接

計
画

書
を

作
成

し
，

実
施

前
に

三
者

で
事

前
協

議
を

行
う

。
実

施
後

に
も

協
議

を
行

う
。

検
察

・
警

察
・

児
相

の
三

機
関

で
，

基
本

方
針

を
取

り
決

め
て

い
る

。
こ

の
中

で
，

対
象

と
な

る
事

案
や

児
童

，
事

案
認

知
時

の
措

置
，

協
同

面
接

方
法

な
ど

に
つ

い
て

取
り

決
め

て
い

る
。

検
察

庁
・

県
警

本
部

・
県

庁
・

県
市

児
相

で
協

議
を

重
ね

，
連

携
強

化
実

施
要

領
を

定
め

て
い

る
。

31
件

16
件

1件
010203040

は
い

い
い
え

無
回
答

件 数

定
期
的
な
会
議
・
協
議
を
行
っ
て
い
る
か

28
29

【
取
扱
注
意
】

＜
困

っ
て

い
る

こ
と

＞
当

所
の

人
員

不
足

や
地

理
的

問
題

（
検

察
庁

と
の

距
離

）
が

あ
り

、
早

め
の

日
程

で
調

整
で

き
な

い
こ

と
が

あ
る

こ
と

人
事

異
動

に
よ

り
、

被
害

確
認

面
接

が
で

き
る

人
の

確
保

が
難

し
く

、
特

定
の

職
員

の
負

担
が

大
き

い
こ

と

司
法

面
接

を
取

り
入

れ
る

こ
と

で
，

子
ど

も
が

複
数

回
の

聞
き

取
り

を
受

け
る

と
い

う
問

題
に

つ
い

て
は

，
徐

々
に

で
は

あ
る

が
解

消
に

向
か

っ
て

い
る

と
思

う
。

司
法

面
接

の
件

数
は

増
加

傾
向

に
あ

り
，

司
法

面
接

で
協

同
す

る
経

験
が

蓄
積

さ
れ

つ
つ

あ
る

。
し

か
し

な
が

ら
，

司
法

面
接

を
実

施
し

た
ケ

ー
ス

に
つ

い
て

，
そ

の
面

接
が

効
果

的
で

あ
っ

た
か

，
よ

り
子

ど
も

に
負

担
を

か
け

る
こ

と
な

く
実

施
す

る
た

め
に

は
さ

ら
に

ど
の

よ
う

な
工

夫
が

で
き

た
か

等
の

ケ
ー

ス
検

証
（

振
り

返
り

）
を

す
る

機
会

が
な

い
。

司
法

面
接

の
実

施
を

重
ね

る
だ

け
で

な
く

，
実

施
し

た
ケ

ー
ス

を
検

証
し

て
，

よ
り

よ
い

面
接

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

取
り

組
む

こ
と

が
で

き
る

と
良

い
と

思
う

。

他
機

関
の

都
合

で
、

実
施

ま
で

の
期

間
が

長
く

な
っ

て
し

ま
う

こ
と

が
あ

る
。

〇
家

事
事

件
に

お
け

る
面

接
記

録
の

疎
明

資
料

と
し

て
の

活
用

に
つ

い
て

面
接

記
録

を
家

事
事

件
に

お
い

て
疎

明
資

料
と

し
て

活
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
刑

事
訴

訟
法

の
規

定
に

よ
り

制
約

が
あ

る
た

め
、

児
童

相
談

所
は

対
応

に
苦

慮
し

て
い

る
。

児
童

の
た

め
に

協
同

面
接

を
実

施
し

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
そ

の
面

接
結

果
（

詳
細

な
被

害
開

示
）

を
児

童
の

権
利

擁
護

の
た

め
の

家
事

事
件

に
活

用
で

き
な

い
と

い
う

矛
盾

が
生

じ
て

い
る

の
が

現
状

で
あ

る
。

児
童

福
祉

法
第

３
３

条
や

第
２

８
条

の
申

立
て

が
想

定
さ

れ
る

（
親

権
者

が
一

時
保

護
の

延
長

や
施

設
入

所
に

同
意

し
な

い
）

ケ
ー

ス
に

つ
い

て
は

、
協

同
面

接
と

は
別

に
児

童
相

談
所

で
被

害
事

実
確

認
面

接
を

実
施

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
状

況
に

な
り

か
ね

な
い

が
、

児
童

の
負

担
軽

減
と

い
う

協
同

面
接

の
趣

旨
に

反
し

て
し

ま
う

。
上

記
事

例
の

よ
う

に
、

協
同

面
接

が
児

童
に

と
っ

て
真

に
有

効
に

な
る

よ
う

刑
事

訴
訟

法
等

の
関

係
法

令
の

改
正

も
必

要
で

あ
る

と
感

じ
て

い
る

。

・
福

祉
的

な
立

場
の

児
相

と
検

察
や

警
察

と
は

役
割

も
視

点
も

違
う

。
互

い
の

機
関

の
違

い
に

つ
い

て
，

理
解

は
し

て
い

る
も

の
の

，
「

子
ど

も
の

利
益

の
た

め
に

何
が

一
番

よ
い

か
」

と
い

う
と

こ
ろ

の
ズ

レ
が

生
じ

る
こ

と
が

あ
り

，
難

し
さ

を
感

じ
て

い
る

。
・

１
回

の
き

き
と

り
と

は
い

え
，

子
ど

も
に

と
っ

て
は

初
め

て
の

場
所

や
人

で
あ

り
，

緊
張

を
強

い
ら

れ
る

場
面

で
あ

る
。

一
時

保
護

で
家

庭
か

ら
離

さ
れ

る
な

ど
環

境
の

変
化

も
あ

る
。

で
き

る
だ

け
子

ど
も

が
安

全
感

を
感

じ
る

よ
う

に
丁

寧
な

説
明

を
心

が
け

て
い

る
。

・
他

県
で

は
検

察
庁

に
司

法
面

接
の

窓
口

係
が

あ
り

，
司

法
面

接
の

実
施

に
繋

が
り

や
す

い
が

，
当

県
に

お
い

て
は

事
件

を
担

当
す

る
検

事
に

よ
っ

て
温

度
差

が
あ

る
よ

う
に

感
じ

る
。

・
協

同
面

接
の

タ
イ

ミ
ン

グ
が

遅
く

な
る

こ
と

で
，

ケ
ー

ス
ワ

ー
ク

に
支

障
が

出
た

り
，

児
童

の
記

憶
が

曖
昧

に
な

り
，

正
確

な
情

報
が

得
ら

れ
な

い
こ

と
が

あ
る

た
め

，
協

同
面

接
を

出
来

る
だ

け
早

い
時

期
に

行
え

る
よ

う
に

し
て

い
き

た
い

。

性
的

虐
待

の
２

つ
の

ケ
ー

ス
に

つ
い

て
，

被
害

児
童

が
刑

事
裁

判
に

証
人

と
し

て
出

廷
を

し
た

。
い

ず
れ

も
三

機
関

の
協

同
面

接
（

司
法

面
接

）
を

行
っ

た
が

，
被

告
人

や
弁

護
人

が
面

接
の

記
録

を
証

拠
と

し
て

認
め

る
こ

と
に

同
意

し
な

か
っ

た
の

で
，

検
察

か
ら

出
廷

の
要

請
が

あ
っ

た
。

２
つ

の
ケ

ー
ル

と
も

被
害

児
童

は
出

廷
し

た
が

，
休

憩
を

挟
ん

だ
と

は
い

え
３

時
間

に
わ

た
り

，
検

事
・

弁
護

人
・

裁
判

官
か

ら
尋

問
を

受
け

た
。

被
害

児
童

の
一

人
は

，
「

ま
た

父
親

に
殺

さ
れ

る
夢

を
見

る
か

も
」

と
言

う
な

ど
不

安
定

に
な

っ
た

。
も

う
一

人
の

被
害

児
童

は
精

神
科

の
入

院
を

継
続

し
て

い
る

。
出

廷
を

し
た

こ
と

に
よ

り
，

将
来

に
わ

た
っ

て
，

被
害

児
童

の
精

神
面

に
負

の
影

響
が

出
る

こ
と

が
危

惧
さ

れ
る

。
協

同
面

接
（

司
法

面
接

）
の

記
録

が
裁

判
所

で
証

拠
採

用
さ

れ
，

被
害

児
童

が
出

廷
し

な
く

て
も

良
く

な
る

こ
と

を
望

む
。

本
来

各
機

関
が

各
々

の
役

割
を

十
分

に
理

解
し

，
同

じ
立

場
に

立
っ

て
実

施
す

る
べ

き
と

考
え

る
が

，
実

際
に

は
警

察
検

察
優

位
の

も
と

事
が

進
む

こ
と

が
多

く
，

児
相

の
支

援
活

動
に

支
障

を
き

た
す

こ
と

が
多

く
あ

る
。

子
ど

も
の

負
担

軽
減

の
た

め
，

協
同

面
接

を
行

う
前

に
確

認
す

べ
き

事
項

を
共

有
す

る
必

要
が

あ
る

。

・
面

接
を

受
け

る
児

童
に

対
し

て
，

話
す

動
機

付
け

を
す

る
の

に
苦

労
し

て
い

る
。

・
面

接
中

に
フ

ラ
ッ

シ
ュ

バ
ッ

ク
す

る
児

童
が

い
る

た
め

，
面

接
後

に
心

理
司

等
が

ク
ー

ル
ダ

ウ
ン

や
ケ

ア
を

す
る

よ
う

に
し

て
い

る
。

・
主

に
面

接
官

を
担

っ
て

い
る

検
察

官
の

異
動

が
あ

り
，

司
法

面
接

の
適

切
な

実
施

や
面

接
の

質
の

確
保

に
苦

慮
し

て
い

る
。

・
協

同
面

接
で

得
た

記
録

に
つ

い
て

は
，

三
者

で
共

有
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
。

・
三

者
の

予
定

を
調

整
す

る
の

が
難

し
い

こ
と

。
・

被
害

確
認

面
接

が
で

き
る

職
員

の
育

成
と

技
術

の
向

上
が

必
要

。

・
共

同
面

接
に

お
い

て
児

相
と

し
て

は
、

児
童

の
年

齢
や

知
的

能
力

等
に

応
じ

て
質

問
の

言
葉

を
平

易
に

し
た

り
、

児
童

の
ペ

ー
ス

に
合

わ
せ

た
配

慮
を

し
て

ほ
し

い
を

考
え

、
事

前
協

議
で

そ
の

旨
を

伝
え

る
が

、
仮

に
そ

の
場

で
了

解
を

さ
れ

た
と

し
て

も
、

実
際

の
面

接
場

面
で

は
児

相
が

期
待

す
る

配
慮

は
得

ら
れ

難
い

。
・

立
件

を
目

指
す

た
め

に
検

事
が

被
害

確
認

面
接

を
行

う
こ

と
は

妥
当

だ
と

思
う

が
、

依
然

と
し

て
誘

導
的

な
面

接
を

行
う

担
当

者
も

存
在

す
る

こ
と

は
事

実
で

あ
り

聴
取

技
術

の
向

上
が

課
題

の
一

つ
と

言
え

る
。

・
三

機
関

連
携

を
行

う
際

に
、

検
察

庁
が

主
導

権
を

握
る

こ
と

が
多

い
。

事
件

化
を

視
野

に
入

れ
た

場
合

に
は

妥
当

と
い

え
る

が
、

事
前

協
議

の
内

容
も

事
件

化
に

向
け

た
進

め
方

の
確

認
が

中
心

と
な

り
や

す
い

。
児

童
の

特
性

や
聴

取
に

際
し

て
の

一
般

的
反

応
等

に
つ

い
て

面
接

担
当

者
の

理
解

を
促

し
、

よ
り

効
果

的
な

共
同

面
接

が
実

施
で

き
る

よ
う

工
夫

す
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

司
法

面
接

の
重

要
性

に
つ

い
て

は
，

児
童

虐
待

を
扱

う
関

係
機

関
で

は
認

識
し

て
い

る
が

，
ど

こ
が

中
心

に
な

っ
て

研
修

を
行

う
か

な
ど

，
調

整
が

必
要

な
状

況
で

あ
る

。

児
相

の
建

物
や

設
備

が
老

朽
化

し
て

お
り

，
協

同
面

接
を

行
う

場
と

し
て

も
不

十
分

で
あ

る
た

め
，

現
在

全
面

的
な

建
て

替
え

を
進

め
て

い
る

。

事
件

化
さ

れ
，

D
V
D
が

証
拠

採
用

さ
れ

な
け

れ
ば

，
ビ

デ
オ

リ
ン

ク
な

ど
配

慮
は

さ
れ

る
が

，
証

言
を

求
め

ら
れ

る
。

※
断

る
こ

と
は

出
来

る
。

児
相

内
に

三
機

関
合

同
面

接
が

実
施

で
き

る
施

設
が

な
い

。

共
同

面
接

後
、

被
害

児
が

一
時

保
護

さ
れ

て
い

る
と

、
安

全
が

確
保

さ
れ

て
い

る
た

め
か

、
加

害
者

逮
捕

ま
で

時
間

が
か

か
っ

て
い

る
よ

う
に

感
じ

る
。

検
察

、
警

察
の

迅
速

な
対

応
を

お
願

い
し

た
い

。
・

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
の

資
質

向
上

・
検

察
官

が
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

に
な

っ
た

り
、

捜
査

機
関

が
バ

ッ
ク

ス
ス

タ
ッ

フ
に

入
っ

た
り

し
て

い
る

こ
と

を
、

子
ど

も
に

説
明

せ
ず

に
面

接
を

実
施

す
る

の
は

適
切

か
疑

問
に

思
う

。

課
題

と
な

っ
て

い
る

こ
と

と
し

て
、

平
成

2
8
年

度
に

警
察

・
検

察
・

児
相

の
三

者
が

合
同

で
被

害
事

実
確

認
面

接
研

修
（

N
I
C
H
D
）

を
行

っ
た

が
、

継
続

的
な

取
り

組
み

に
な

っ
て

い
な

い
た

め
に

、
受

講
者

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

研
修

や
増

え
続

け
る

新
任

職
員

に
対

す
る

研
修

が
で

き
て

い
な

い
現

状
で

あ
る

。
そ

の
た

め
、

児
相

で
事

案
発

生
し

た
場

合
に

、
対

応
で

き
る

職
員

が
限

ら
れ

て
い

る
。

ま
た

、
初

と
な

る
協

同
面

接
を

昨
年

度
に

検
察

庁
で

実
施

し
た

が
、

元
々

子
ど

も
の

不
安

が
強

い
中

、
対

応
者

の
不

慣
れ

や
場

所
に

対
す

る
抵

抗
が

大
き

く
影

響
し

、
十

分
な

結
果

が
得

ら
れ

ず
、

2
回

実
施

す
る

こ
と

に
な

っ
た

。
こ

の
ケ

ー
ス

は
、

交
番

に
性

被
害

を
訴

え
、

一
時

保
護

と
な

っ
た

き
ょ

う
だ

い
事

案
で

あ
る

が
、

す
で

に
警

察
に

被
害

を
申

告
し

、
児

童
と

し
て

は
済

ん
で

い
る

と
い

う
と

ら
え

や
、

「
思

い
出

し
た

く
な

い
」

と
い

う
気

持
ち

が
強

か
っ

た
た

め
、

協
同

面
接

と
し

て
改

め
て

話
を

聞
か

れ
る

こ
と

に
つ

い
て

抵
抗

が
強

か
っ

た
も

の
と

思
わ

れ
る

。
＜

改
善

の
提

案
＞

・
職

員
が

異
動

に
よ

り
入

れ
替

わ
る

中
、

組
織

と
し

て
の

共
通

認
識

が
持

て
る

よ
う

な
取

り
組

み
が

必
要

（
研

修
や

対
応

フ
ロ

ー
の

共
有

、
O
J
T
）

・
継

続
的

な
研

修
の

機
会

が
必

要
|
・

現
場

に
即

し
た

協
同

面
接

の
仕

組
み

作
り

が
必

要
（

対
応

ケ
ー

ス
が

少
な

い
た

め
、

実
際

に
対

応
を

振
り

返
り

な
が

ら
、

仕
組

み
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
）

・
協

同
面

接
で

あ
れ

、
被

害
確

認
面

接
で

あ
れ

、
子

ど
も

側
の

負
担

は
大

き
い

。
負

担
感

が
あ

る
中

、
話

を
聞

い
て

も
ら

え
た

と
い

う
体

験
が

意
味

が
あ

る
も

の
に

す
る

た
め

に
も

、
事

後
の

フ
ォ

ロ
ー

体
制

が
必

要
。

ま
た

非
加

害
保

護
者

が
子

ど
も

を
守

る
存

在
に

な
る

た
め

に
も

、
協

同
面

接
の

意
義

や
安

心
で

き
る

生
活

づ
く

り
に

つ
い

て
理

解
を

深
め

ら
れ

る
よ

う
な

親
支

援
が

必
要

。

児
童

の
ケ

ア
を

考
え

る
児

童
相

談
所
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再発する加害行為

• 平成20年度家庭復帰した133児相988事例の内、
性暴力被害のあった事例は28事例。そのうち加害
者の居る家庭に帰ったのは13事例

• そのうち62%で措置解除年度内に再発（8事例）

• 特に保護者の強い要請で帰宅（子どもも帰宅を希
望）した71％（ 8事例中5事例）で措置解除した
年度内に再発

日本子ども家庭総合研究所：山本恒雄

性暴力被害の特殊性

典型的なプロセス：繰り返し何度も尋ねられる

親

担任

友人

校長

養護
教諭

友人の親

カウン
セラー

医師

弁護
士
警察
児相

裁判

これらを防ぐ
司法⾯接の取り組み

7

（被害事実確認面接）

＜想定されうる面接回数＞

学校 児相・医療 警察 検察 裁判

↑被害発覚 ※●が面接

21

司法⾯接の概要
について

鳥取県米子児童相談所

児童心理司 小松原慶一

子どもの虐待防止推進全国フォーラムin鳥取

司法面接の現状と課題
～今後の司法面接のあり方～

面接における諸問題

n虐待や事件が疑われるケース

→大人は最悪の事態を想定する

→それを検証するような態度

→クローズド質問が増える

→誘導や暗示となり得る働きかけになる

→客観性がなくなる 4

6

繰り返し聞くデメリット

n精神的二次被害

・辛い話を繰り返すことは精神的にも負担

n証言の変化

・子どもは忘れやすく、誘導を受けやすい。

・面接をする度に、内容が変化していく。

（大人の影響力の高さ）

司法面接とは

n以下の目的を持った面接のこと

・子どもからの聞き取りの負担を少なくする

・客観的事実の聞き取る

8

（被害事実確認面接）

1 2

3 4

5

7

6

8

11

米子児童相談所の性的虐待対応

平成2３年度 平成2４年度 平成2５年度 平成2６年度 平成2７年度 平成2８年度

性的対応件数 １ １ ３（2） ７ ３ ５

司法面接 受講
＊NICHDを習得

地域への研修の開始
＊研修実施 5件
（検察庁・要対協・生徒指導部会等：合計約170名

協同面接の実施
・警察の聴取の省略
・検察の司法面接の立ち会い

弁護士との勉強会
＊司法面接に係る弁護士との勉強会

＊警察・検察・児相の連携強化会議

連携の促進
＊警察・弁護士との司法面接検証会

＊司法面接シンポジウムの参加
＊初期対応研修を西部県域の全小中

学校対象に実施（全心理司が対応）

【これまでの取り組み】

おわりに
・

【今後の課題】

n司法・福祉・教育・医療との更なる協力

・鳥取県内での面接者の育成と研修実施

・研修受講者の相互交流

・性被害対応のガイドラインの作成

・警察・検察との連携（合同研修）

・協同面接の定義（申し合わせ事項の作成）

・トラウマ治療

15

10

NICHDプロトコル（概要）
(National Institute of Child Health and Human Development)
1. 導入

2. グラウンドルール

3. ラポール

4. 出来事を思い出す練習（エピソード記憶の練習）

5. 自由報告（本題への移行）

6. 【ブレイク】

7. クローズド質問（脅し・目撃者，開示，問題）

8. クロージング

9 終了

司法面接の共通項

n原則：一度だけの面接で、録音録画する。

n面接手順

①中立的会話でラポール形成

②自由報告により出来事の報告を求める

③出てきたことがらについて質問

（オープンからクローズへ）

④感謝し、終結する

9

問題と目的
n 性的虐待は特に発覚しにくい

n 発覚後の対応が困難

（子どもの安全確保→加害者排除≒法的対応）

n 被害聴取の児童の負担が大きい

↓

負担軽減のための「司法面接」

（福祉・司法・教育の連携）

同時に

初期対応の周知が必要
12

米子児童相談所の性的虐待対応２

平成29年度 平成30年度 平成31年度

性的対応件数 １ ３（１） ４（２）

司法面接概要研修
・警察、検察、児相合同研修
・警察、検察、弁護士を含め
た勉強会

警察・検察が代表者
＊児相が警察・検察のサポート
・事前の情報共有

協同面接の代表者が警察
・NICHDによる警察の面接

・児相が警察事案のサポート

【これまでの取り組み】

9 10

11 12

13

15
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